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   午前１０時００分開議 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君）  御報告いたします。本日、机上に配付してございますも

のは、議事日程表（第３号）、以上１件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において竹岡昌治議員、

馬屋原眞一議員を指名いたします。 

 日程第２、一般質問を行います。 

 既に送付いたしております一般質問順序表に従いまして、順次質問を許可いたし

ます。南口彰夫議員。 

   〔南口彰夫君 発言席に着く〕 

○２１番（南口彰夫君）  できりゃこっちの席だけど、ちゃんとしちょらんじゃった

からこっちということなので、あれ、こっち。まあいいか。 

 それでは、一般質問に入ります。 

 税金の問題なんです。税金は非常に大切なんです。去る３月議会では、税金の使

い道についてたっぷりお話しました。ところが、きょうは税金の徴収方法について

お尋ねをしたいと思うんです。 

 そもそも税金とは何なのか。普通、税金というものが体験するのは、昔は二十歳

ぐらい、もしくは中学を卒業して働き始めて、初めての給料をもらったときに、な

るほど所得税というものがかかってくる。じゃ、市県民税ですね。これ住民税とも

呼ぶらしいです。この市県民税という住民税が、いつどこで、何のために払わにゃ

いけんのかということが、特に若い人たちはわからない人がたくさんおると思うん

です。何となくそのうち、働きよったら、給料から市県民税が天引きされている。

働いてない、直接事業所のほうに所属してない方々には、直接納付書が送付される

という形で住民税が徴収されている。 

 ところが、この住民税がそもそも何なのかはみんな、誰もよく知らないんですね。
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子どもでも、今頃知っているのが消費税なんです。１００円の物を買ったら、

１０５円払わなければならない。この消費税がまた伸びるんではないかと、国民は

大変心配していますが、とりあえず、国レベルの話ではなく、市県民税ってこの県

が入っちょるんですいね。市民税っていうだけかなと思うたら、県民税まで市から

徴収されると。こういうことで、その徴収方法に大きな疑問を抱くと、分からない

という声がたくさんあるんですけど、ところが、税の税金の話をすると何となく市

役所やお上に楯突くと。昔から税の不満を言うたら、その地域に代官所があって、

すぐ引っ張り込んでお代官様からお前は何を言うかと、いかんことを言うかという

のを水戸黄門でよく見るんですけど。ですから、税金の話をするとお上に楯を突く

ということで、普通の市民はなかなか口に出せないし、まして、税を滞納すると。

税の滞納ということになれば、それこそ昔の言葉で言えば、非国民だと。税金を滞

納するっちゃあ何事かと。まして、市税の滞納ということになれば、市税を納めな

い者は、この美祢市から直ちに出て行けと。ぐらいのことを言われるんではないか

と恐れおののく人が多いわけです。まして、私たち議員と職員の皆さん方は、税金

の上に成り立っているんですから。市会議員たる者が税を滞納し、それで督促を受

けるというようなものなら直ちに議員を辞職すべきだと私は思っている。心当たり

がある方は静かにされちょったほうがいいと思います。 

 ということなので、そういう点を踏まえまして、そもそものとりあえず市県民税、

住民税というところから入っていただき、なおかつ市税の徴収並びに滞納者への対

応の仕方、それからさらに督促、それにまつわる督促手数料、そうしたものの徴収

根拠とその手続について御説明願いたいと思います。 

 とりあえず以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  南口議員、きょう１番目の登壇者ということで、税の御質問

です。 

 今、いろいろなことをおっしゃったけど、事務的なこと等が非常に多かったです

ので、私のほうからは、南口議員が一番最初におっしゃった、税とは何か、何に規

定されているかということだけを私からお話をさせていただきます。 

 まず、皆さん、小中学校でお習いになったからおわかりでしょうけれども、税と

いうのは国民の負っている三大義務の一つであるということです。ですから、もう
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憲法で規定をされております。憲法第３０条に「国民は、法律の定めるところによ

り納税の義務を負う」ということになっております。これに基づきまして、地方自

治法の第１０条第２項で、今度は義務と権利が明確に規定されています。住民です

ね。ですから国民の方は、法律の定めるところによりその属する普通地方公共団体、

ですから、この場合では美祢市民であれば美祢市、それから県で言えば山口県です。

普通公共団体の役務の提供、ですから公共としてのサービスです。役務の提供を受

ける権利を有し──これは権利の規定しています。その負担を分任する義務を負う

というふうに規定をされています。ですから、簡単に言えば、公共的なサービスを

県、国から受ける権利を県民、市民の方は持っておられるけれども、その権利を受

けるためにはいろんな建物とか道路とか橋とか、その他福祉的なサービスもありま

す。いろんなことにおいてお金が必要になりますから、その経費をそれぞれの県民、

市民の方が負う義務を持っておるということが地方自治法で規定をされております。 

 私のほうからは、その基本的なことだけを申し上げておきまして、今後ほどおっ

しゃったこと、いろんなことについては税務課長のほうから回答させたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○２１番（南口彰夫君）  議長、ちょっと実務的なところに入る前に、憲法３０条に

ついて述べられたんです。ただ、憲法３０条の規定に対する解説を市長はされたん

ですけど、若干憲法論争をさせていただきたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員、どうぞ。 

○２１番（南口彰夫君）  それでは、細かい実務に入る前に、憲法第３０条というの

は納税の義務を規定しているということなんです。ところが、市長が今説明された

中で、若干間違いだとは言いません、大それたことです。ただし、共通する認識を

きちっと確立しなければ、国民の義務、権利を正確に理解できないと思うんです。

なぜ税金を納めなければならないかということは、日本国憲法で規定されてい

る──これは市長の答弁をなぞるようなんですけど、国民の三大義務の一つである、

こういうことなんです。そうすると、ほかの二つは何かと言うたら、憲法２７条で

規定されている勤労、働くことの義務、それからもう一つが教育、普通教育を受け

させる義務、第２６条です。 

 ところが、この勤労と教育に関しては、権利であるとも規定をされている。受け
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る権利がある。受ける義務があるが、受けさせる義務もあるし受ける義務があるが、

受ける権利がある。働く権利がある。これはもう明らかに、明確に憲法の条の中で。

ところが、納税については、納税の義務がある。法律の定めるところによると。そ

れで、今、憲法のところからぽこんと市長は地方自治法、地方自治法というのは、

山口県、美祢市や、市や町に関わるところの法律で、税金を伴って何らかの行政の

サービスを受ける権利があると。こう言われているんです。ところが、残念ながら、

憲法論争の中では、勤労と教育に関しては権利と並行されて表現されているが、し

かしながら納税は義務のみの規定となっていることが大きな特徴であり、なお、こ

の法律は義務を定めたものではなく、法律、その他の法律に定めるところにより義

務が生ずるという規定になっているんです。ということであるならば、この法律そ

のものが、義務を定めたものにすぎないという見解もある。これは憲法論争で学者

がやりよるところなんです。ですから、憲法が基本的に国家の義務を定めたもので

あり、また法令によって税を課すことができるものであり、憲法によって国民の納

税の義務を課す必要があるかどうか、これ真っ二つに分かれているそうです。憲法

論争で言えば。 

 ところが、納税の義務は国民の中で既に定着、消費税も含めて赤ちゃんからお年

寄りまで。非課税の人たちはいないわけです。お金を使えば。ところが、既に国民

の中、市民の中にも税を納めることについては十分、頭じゃない、体で実感してい

るので、滞納ということになれば、それこそ何か悪いことを大きくしでかしたと、

恥ずかしいということにつながるんですが、先ほど言われた、市長が地方自治法を

持ち出して、行政サービスで税を納めることの見返りがきちっと保証されています

よということであるが、憲法上で言う納税の義務ということで、片やそれにまつわ

る国民の権利ということでは、憲法上では非常に不明確だ。 

 いろいろ私も実際に、ある、両方の学説をずっと全部拾ってみて、この学説が、

じゃそれに基づいて憲法上、納税にかかわる義務ということであるが、じゃそれに

さっきのように勤労、働くことの義務と権利、教育を受けることの義務と権利が同

じ納税というところであるかないかって調べた範囲では、ありませんでした。その

辺では、市長、どうお考えですか。反問権は何ぼでも与える。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  南口議員、まさか美祢市議会の一般質問で、憲法のことにつ
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いて議論を交わすようになるとは思わんやったです。（発言する者あり）いや、今

三大義務ということで税のことを聞かれたから、その一つの憲法第３０条のことを

お話ししたわけです。今言われた２６条が教育を受ける義務か、２７条が勤労の義

務です。それぞれ２６条、２７条には義務とそれから権利が並立している形で記載

があるということです。ただし３０条の納税の義務に関しては、義務だけが明記を

されておって、その裏を返したら権利のほうの記載がないということです。 

 恐らく憲法というのは、憲法論争もいろいろあったでしょう。南口議員は、共産

党御出身の議員として、非常にその辺はお詳しい。またよく勉強されておられるで

しょう。それに基づいての私に対する質問でしょうが、恐らく納税の義務が一番わ

かりやすいんです。逆に権利があることが。だから私は規定がないんだろうと思い

ます。 

 納税された税、国民から等しくというのは、それは所得に応じてまた違いますけ

れども、それから資産によって違いますけれども、納められた税、義務として。そ

れを例えば総理大臣が一気にすべてポケットに入れるということはありません。で

すから、義務を負っておるということは、裏を返せば、憲法をつくった方というの

は非常に頭がいいですから、これについては当然のごとくその裏として、行政サー

ビスが存在するということがあるんだろうと私は認識をしております。そして、そ

の細やかなことについては、憲法３０条のほうで、言葉はちょっと明確に記憶があ

りませんけれども、法律に規定をするということがあると思いますけれども、それ

が先ほど申し上げた地方税は地方自治法の第１０条にそのことが明記をされておる

ということで私は認識をしております。いかがか。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  さすが市長、非常にいい答弁をされる。非常にいい答弁を

されるんですが、じゃ憲法３０条で権利の問題は地方自治法に基づいて、総論から

地方自治法は、そこに住む住民もしくはそこに滞在する人々に快適で良好な生活環

境を与えるということで、ごみの収集から水道から道路含めて、細かく地方自治体

のというか、美祢市が市民にサービスしなければなりませんよと、こういうことが

謳われておるんです。 

 そこで、同じような学者が議論しているんですけど、そういうことで憲法３０条

を解釈し、地方自治法で住民を保護するということを、ある面、国もそれを消費税
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の引き上げやいろんな意味での税の仕組みをする際に用いると、手法として。 

 ところが、その手法を特に２０００年に入って、小泉首相と竹中平蔵さんといわ

れる方がおられたんですが、その人たちが、それを積極的に強調しながら、逆の面、

先日もなんかちょろっと出たんじゃないかと思うんですけど、市町村合併をどんど

んどんどん強行にやってきとる。それで、地方自治法をどんどんどんどん逆の意味

じゃ狭めていって、合併イコールどこの市長もどこの──当時の助役さんも、合併

は国が推進するから、山口県も積極的にやってきたと。結局何ちゅうことはない。

合併イコール行政のリストラだということがようわかった。美祢市で言やあ、３人

おった首長が１人になった。助役もなくなる。収入役も廃止される。それから、議

員は全部足したら何ぼおったかしらんけど、４０か５０かおったのが、もう少なく

とも来年は１９になる。職員もどんどんどんどん減っていく。 

 そりゃ、当然世の中の流れが、税金がどんどんどんどん国の経済も含めて税金か

少のうなっとるし、美祢市の税金も、それこそ３割に満たない、２割に近いものし

か入らない。そういう中で、嫌でも合併を進めざるを得ない。ところが、税そのも

のが、特に市県民税、税を納めるということで、積極的に国はいろんな形で国民か

ら県民・市民から税金を取る仕組みを一生懸命考えるわけです。それで、その唯一

のアリバイと逃げ道に地方自治法できちっと住民は保護されておるじゃないかと言

いながら、片や道州制、がばっともう日本の国八つぐらいに分けたら、県知事も県

会議員もいっぱいおらんようになる。 

 それから、山口県も合併を推進するときに、当時県がやったのは、八つに分ける

か、六つにするか。それで、とりあえず宇部市と小野田、山陽、美祢市、秋芳町、

美東町、勝手にぐるっと絵をかいた。それで八つに分けてるんです。この八つに分

けている中に美東町を入れるか入れんかどうのこうのって県で議論されるのを、私

傍聴したことがあるんです。何で美東町だけかったら、厚狭教育管内とかいう制度

かなんかあるらしいです。それが美東町だけちょっとあっち、きのう電話番号の話

をしよった、美東町だけどこかあっちに入っている。入れたら何かややこしいから、

ほんなら除いてという議論もあったんです。 

 そこで、市長にもう一回お尋ねしたいんですが、国のそうした進めてきたやり方

の中に、市長が言われるように、国の中でも税を、市県民税を国民から取るのに、

住民に権利というところでは、地方自治法でそうした快適な住環境を受ける権利が
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あるということを、こちらで定めておるからいいじゃないかという議論は確かなん

です。ところが、こっちで片やそれを言いながら、合併をどんどん進めていって、

行政のリストラをやって、地域の住民代表の議員も少なくなるし、それから市民に

目いっぱい奉仕したいと、朝から晩まで、寝る間も惜しんで励んでいる職員も少な

くさせると。こういう合併のリストラが山口県もなされてきて、この美祢市もそれ

にのっかってやっちょるわけです。そうした点からいくならば、憲法３０条の解釈

と地方自治法の解釈の中で、合併の推進というのは、結局ほんなら国の施策として

誤っているんではないかということは、あなたの口から言えますかどうですか。反

問権与えておるから。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  非常に面白いお話というか、視点からの御質問だったと思い

ます。私は、よく市町村合併を考えるときに、風呂に例えるんです。美祢市で言え

ば、旧美祢市は──この美祢市は、前は美祢市、旧美祢市に旧美東町、旧秋芳町で

した。風呂が三つあった。家として考えれば、それぞれに風呂に入っておられる。

それを一つの家にしてしまうと風呂が一つになるんで、１回焚けばそれぞれ３軒に

住んでおられた方が一遍のふろで済む。それで風呂をわかす料金が少なくなる。コ

ストが。それで経費が削減さるということがあります。 

 ただし、それぞれの３軒の家というのはずっと昔からの故事来歴があって、家の

あり方があったので、例えばＡという家は非常にぬるい風呂が好きかもしれない。

Ｃという家は熱い風呂が好きかもしれない。それになれ親しんできた。ところが、

一つになってしまうと、今はどういう程度にするかということがあります。これ

サービスの面です。ということが起こります。 

 国がなぜ市町村合併を推進してきたかというと、大きな視点で考えれば、国の立

場でですよ。賢い方がたくさんいらっしゃったんでしょう。進めた方々が。その視

点で言えば、今少子高齢化が進んでおるということで、勤労、ですから働いて税を

分担をされる方、分任をされる方の数がこれからどんどん減ってくる可能性が大き

い。そのときに、このまま小さい地方自治体を存続させていくと、そのサービスを

支えるほどの税の収入があり得なくなってくるということまで見越してやられたか

どうかはわからんけれども、私だったらそう考えます。推進する立場だったらです

よ。その結果、今、地方自治体が半分になりました。この合併新法上。 
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 ここで何が起こったかというと、先ほどの風呂の話に戻るけれども、きめ細やか

な行政サービス、ですから、税そのものは今人口も減っているし、若い人が減って

ますから高くなっているんです。そして、市町村合併が進んでいって、その御努力

を皆市民、町民の方が担って、嫌だったかもしれないし、やったほうがいいと思わ

れた方がいらっしゃったかもしれないけれども、結果として市町村合併がこんなに

進みました。そして、そうなった結果、税金は高くなってきている。そして、それ

に応じてサービスが上がったかというと、決して上がってないだろうというふうな

思いがあっておられると思います。 

 ですから、この市町村合併というのは非常に難しい問題があろうと思います。私

も結果として、この合併をした市の初代市長として、合併がなった後に引き受けま

したんで、これから地方交付税は、かつての３団体、３地方自治体がもらっておっ

た地方交付税が７年間で満額が終わるんです。それからどんどんどんどん少なくな

ります。今回の震災もありましたから少なくなります。この美祢市にたった２割し

かないこの美祢市民税で、この美祢市のサービスを１００％維持できません。です

から、その地方交付税で集めて、一番豊かである東京、大阪等の若い人たちを地方

がつくり出して送っていますから、人材を。この方々が本社も皆東京、大阪にあり

ますので法人税も入ります。そのお金を分散してもらわないと、地方はとてもやっ

ていけないし、そして地方はこの国土を守っているという大きな役割がありますの

で、そのこともやっていかなくちゃならない。 

 話は戻りますよ。じゃ、市長は、この市町村合併はどうかということを言いまし

たね。極論を言いましょうか。国のコストだけの考え方でいきますと、道州制のこ

とをおっしゃったけど、中間自治体が要るかどうかということがあります。国があ

って基礎自治体足る市なり町なり、大きくしますよ。例えば、山口県を一つの市と

してしまいますよね。そうすると、中間自治体である道なり州は必要かどうかとい

うまず議論が必要だろうと思います。国からすぐ市、山口市なら山口市としましょ

うか。直轄で。そうすると、中間である地方自治体、これかなりのコストがかかっ

ていますから、これが必要かどうかという議論になってきます。そして、まず、さ

らに進んでいくとですよ、基礎自治体が要るかどうかという議論になります。国が

直轄して、国の役人を皆地方にばらまいて、そしてやるから地方自治体なんか要ら

ないということを言い出すかもしれません。 
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 しかし、今回よくわかったことは、私は、この東日本大震災で地方自治体が負っ

ておる役割の大きさ、そしてその地域に住んでおられる住民の方々が、地方自治体

に寄せる信頼、日ごろは文句を言っておられても、いざとなったときには地方自治

体がほんとに全力を振るわないと、その地域は復興できないし、守れないというこ

ともはっきりわかりました。私もその気持ちは今回ほんとに強くなりました。です

から、少なくともこれ以上、どんどんどんどん経済的論理だけで合併を進めていく

ということにはどうかなということを思っております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  それでは、もう一度おさらいをいたします。 

 なぜ国民や市民は税を納めなければならないかということでは、まず最初、市長

のほうでは、憲法第３０条で納税の義務を定められているということでございまし

た。私が、市長も言われたのは、三大義務がある。しかしながら、ほかの二つの義

務は、働くことの義務は、もう最近、例えば高校を卒業して、大工さんがいいから

といって大きな工務店に入った。やりよったら、いや、家をつくるのもおもしろい

と思うたが、３ヶ月たって、いややっぱりフランス料理屋の料理をつくるほうがえ

えだいと思うて、３ヶ月後、どこかのフランス料理屋に行って、働かさせてくださ

いというて断られることはないんです。そこは、３ヶ月たったらまたいく。 

 それで、フランス料理もええけどラーメン屋もええなあと思うて、今度は中華そ

ば、ラーメン屋に。だから、働くことの権利は、少なくとも自由と権利が広がり過

ぎて、フリーターとか派遣とかいろんな問題が出てきますが、確かに勤労する義務

と権利はますます保証されてきている。 

 それからもう一つは教育の問題、教育はいかに私の人生、ちょっと振り返って

４０年前ぐらいあたりを振り返ってみても、４０年か４５年か５０年か、小学校か

らずっと中学校に上がって、高校に入った記憶はあるんですけれども、出た記憶は

ないけどね。教育がいかに自由になってきているかというのは、それは、この歴史

の流れの中で、それこそ今ごろは先生を選ぶ権利が子供にあるまで議論されるよう

になったです。学校を選ぶ権利じゃないんですよ。先生を選ぶ権利が子供にあるん

だということがまことしやかにテレビで放映されるように、教育の受ける義務はお

ろか、それの受ける権利が享受されてくる時代になってきちょる。 
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 ところが、残念ながら、市長が幾らいろいろ説明されても、結果的には納税の義

務とこの４０年間を見ても、税を納めることと国民健康保険税、料であろうが税、

それらも含めて、水道料金からいろんな形で税を納めるが、これがより快適──下

水道がついて、ウォシュレットがついて、快適になったじゃないかというのもあり

ますけど、この下水道の普及率を見たって、美祢市全体から見ればわずかなんです。

じゃから、受けられるところと受けられないの格差もついてきている。そういった

意味での税金による還元が、じゃどうなってきているかと言えば、バブルがはじけ

るまでは、ある程度の高度経済成長の中で何となく豊かになってきた。ところが、

何となく豊かさの中にいろんな過労死や働き過ぎとか、最近、私もこの辺時々うつ

病とか含めて、新しい病気がいっぱい出てくるような環境の中で、強いて言えば、

この美祢の市立病院もそうなんですけど、オープンした当時のお医者さんや医療器

具、専門スタッフを見ても、ますますますます逆に納める税金は高くなるが、受け

る住民サービスはやっぱり低下とは言いません。よりよい医療を目指してスタッフ

は頑張っていますから。質が違ってきているんです。その質は病院の診療の数とお

医者さんのおられる人数と比べると、なかなか実は見えにくいんです。減ったとこ

ろだけ見えやすいんです。そういう問題が生じてきているので、ただ単に納税の義

務というだけで憲法第３０条を持ち出しただけじゃ、小学生から含めて消費税をい

ろいろ払う。それから働き始めたら所得税が引かれる。それから、市県民税はいつ

から取られているのかわからんけど、市県民税もいつの間にやら給料からがばっと

引かれるということでは、今後もう少し税金を納めることの大切さ、税金を納める

というのは非常に大切なんです。しかし、これを納得して納める。これはすばらし

いものになると思うんです。義務で払わにゃいかん。しかし、私が納めている税金

が、この美祢市の道路をよくしたり、病院がよりすばらしくなったり、学校の先生

を含めて楽しい学校生活を送れるとか、この税金がこのまちを支え、日本の国を支

えているんだと、この喜びが感じられるようになって初めて納税者としての誇りを

持てることができるだろうと。 

私はそういう美祢市を目指すべき納税のあり方を今後議論していきたいと思います

ので、あとは残り時間があれば引き続き市長とやりたいんですが、ちいと細々とし

たことがつかえていますので、担当課長のほうにお願いしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  小田税務課長。 
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○総務部税務課長（小田正幸君）  それでは、市民税のことについて説明したいと思

います。 

 市民税のうち、個人の市民税は均等割と所得割から構成されており、税率は、均

等割が３，０００円、所得割が１００分の６となっております。大まかな賦課から

徴収の流れを説明しますと、個人の市民税は各年の１月１日において美祢市に住所

を有する方々が対象となり、前年の所得や所得控除等がわかる給与支払い報告書、

年金支払い報告書、市や税務署に提出されました申告書を入手し、これらの課税資

料により賦課決定が行われているところでございます。 

 この中で、給与所得者（サラリーマンなど）は原則として毎月の給与から税金を

天引きする特別徴収を行う一方、それ以外、自営業者の方々につきましては、直接

納付していただく普通徴収によることとしており、納税通知書が送付されたことに

より税額が確定することになります。 

 なお、個人の県民税につきましては、地方税法第４１条及び市税条例第３８条第

２項の規定により、個人の市民税に合わせて賦課し、徴収することとなっておりま

す。 

 以上でございます。（「全部やって、もう」と呼ぶ者あり） 

○議長（秋山哲朗君）  小田課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君）  それでは、市税の徴収方法と滞納者への対応につ

いての質問にお答えいたします。 

 初めに、徴収方法でございますが、個人の市民税を例にとりますと、普通徴収に

つきましては納期が６月、８月、１０月及び１月末の４期に分かれており、金融機

関における納付書により納付によるもののほか、毎納期末日に口座引き落としによ

る納付も行われているところでございます。 

 一方、特別徴収による納付は、特別徴収義務者が月割額を毎月給与の支払いをす

る際徴収し、翌月１０日までに市へ納入していただくこととなっております。 

 また、各納期までに納税が行われなかった方、いわゆる滞納者につきましては、

税の公平性の確保の面から、納税相談を行うとともに、文書による督促、催告、臨

戸訪問等を繰り返しながら、納税の理解を得るように努めておるところでございま

す。 

 しかしながら、理解が得られない滞納者に対しましては、財産調査を行い、預金、
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給料、生命保険の解約返戻金を含む支払い請求権の差し押さえを行っているところ

であります。 

 次に、督促手数料とその手数料の徴収根拠とその手続についての御質問にお答え

いたします。 

 督促手数料とは、地方税法第３２９条第１項の規定により、納税者が納期限まで

に地方公共団体の徴収金を完納されない場合、納期限後２０日以内に督促状を発し

なければならないとされ、その督促状を発送する際には、同法３３０条第１項の規

定により、条例の定めるところにより手数料を徴収できることとされています。そ

の手数料の徴収根拠とその手続についてでありますが、市税条例第２１条の規定に

より、督促状を発送した際には、督促状１通につき１００円徴収しなければならな

いとされています。手続につきましては、納付書、督促状を金融機関の窓口等に持

参され、納付書の税額に督促手数料１００円を合わせて納付していただくことにな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  ちょっと議論を進める前に、議長に要望があります。 

 大変よくわかりました。そうすると、せっかくありますので、わかりやすくいき

たいと思うんです。 

 納付書というのは、納付通知書というのはこのようなものなんです。市民で見ら

れた方はおるし、見ん方はずっと見ん人もいる。この納付通知書の中に──市長持

っちょる。納付書、見んでもわかる。さすがじゃね。ここにある。納付通知書の中

に、いや、私何を聞きたいかと言うたら、だから国民の義務だ。それはいいんです。

国民の義務で、あなたには少なくとも市県民税をちゃんと計算したらこうなります

よと。納得しても、だからさっき言ったように、税金を納めたってどうせ勤務中に

コーヒー飲んだりなんだりしよるのが、あれは何で使われているかわからんて、平

成３年のときに私が議員になって市役所をうろうろしよったら、市民課の窓口でや

あやあやあやあ言う人がおって、「何言いよんか」って言うたわけ。そんなら「い

いや、ここのものはみんな税金の無駄遣いだ。見てみい」、「見てみいって何か」

と言うたら、「あれはお茶やらコーヒー飲んでる。あれは税金で飲まれてたまるか。

じゃからおれ文句言いよる」ちゅうから、おれそのときにわからんやった。「それ
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はそれいな」と言うた。「じゃけど、ここではにぎやかなばっかしやから、どうし

てもありゃあって言うて３階に上がっておいで」ちゅうて２時間ほど聞いた。最後

に「あんた何者か」って言うけえ、「一応私もなりたてじゃけど美祢市の市会議員

だけど」、「おまえ税金泥棒じゃないか」もうどこの何町の誰って今でもしっかり

覚えている。亡くなられたけど。お孫さんがどこかで活躍しよるみたいなけど。後

で聞いてみりゃ有名な人じゃったろう。 

 ところが、それが終わって夕方帰りがけにそこのところを通ったら、ちょっと三、

四人から呼びつけられて、「ここで飲みよるお茶やコーヒーは、みんな職員がきち

んと割り勘で払って飲みよるもんであって、さっき何となく聞いちょったら、議員

さんまでが税金で飲みよるような誤解を与えてから」って怒られたんよ。こっちの

ほうがひどかった、怒り方が。さっきのおじさんはなだめたらおとなしゅう帰った

けど、こっちはもう許さんという感じで、あのときの女性の顔の三、四人は今も忘

れられん。発頭になって怒ってきた人が誰かも今も覚えている。 

 それくらいに、税金の使い方と併せてこの税金を納付するということになれば、

この納付書でどう市民に理解、協力が得られる仕組みになっているかという点じゃ、

今の質問の答弁からいくと、実務的なことはきちんと報告されたんですが、こうい

う納付書に関する説明、それから一人ひとりにということになれば恐らくこれだろ

うと思うんです。市民税・県民税税額納税決定通知書、手続的には所得割、均等割

とか、何とか割ということで割った数字がここに出てきて、数字が出てきて、最後

にこれをぽんと送ると。この中に、課長、例えば私なんか窓口で、銀行で払ったこ

と、長いこと、この２０年間みんな、ここでいただいたもの、美祢市から議員の歳

費は全部美祢農協のほうにぽんと振り込まれて、美祢農協さんのほうからみんな支

払われるんですけど、それとこれはセットになっちょってわかるようになっちょる

んですか。はい、どうぞ。 

○議長（秋山哲朗君）  小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君）  口座振替は申請として、普通徴収で口座振替の届

け出を金融機関に出していただけば、口座から引き落とされるようになります。 

○２１番（南口彰夫君）  その通知はあるんかね。これか。 

○議長（秋山哲朗君）  小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君）  口座振替の申請書というのは別にあって……。 
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○２１番（南口彰夫君）  いやいや違う違う。口座振替に納税そのものは……。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員、ちょっと手を挙げて。 

○２１番（南口彰夫君）  ごめんごめん。一問一答じゃけえつい。これ口座振替する

ものは納付書が来るんかね。 

○総務部税務課長（小田正幸君）  通知書だけが行きます。 

○２１番（南口彰夫君）  通知書が行くだけ。それで口座振替は口座振替じゃけえ何

か書いてあるんですね。そうすると、余り日ごろ全部軽自動車税も含めて、バイク

から何か関わるものは全部口座引き落としするものは、一々細かいところを見んこ

ともあり得るわけです。 

 そこで気になるのは、結局これをぼんと通知したと。これで大体１００％相手に

認識されたということになるんですか。 

○議長（秋山哲朗君）  小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君）  通知書等につきましては、普通郵便で送付されて

おり、それが市役所の税務課のほうに返戻してない限りは、送達したものとみなし

て処理いたしております。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員、先ほど資料の請求があったやつをちょっと先に配

ってください。それと、南口議員、時間がもうちょっとありますけれども、もう質

問……。 

○２１番（南口彰夫君）  いやいや時間が来たら言うて。ぴたっとやめる。 

○議長（秋山哲朗君）  いやいや、多少はいいんですけれども、まだ項目が残ってい

ますので。 

○２１番（南口彰夫君）  いいえ、それはルールが優先ですから、議会の。あのね、

議会改革条例もできたことやし、そのルールをきちっとせんにゃあ、何のために議

会が、みんなで一生懸命やりよるかわからんので。私は、二十歳まではルールをや

ぶって来たんですけど、（発言する者あり）あのね、今、お手元に配付するのは、

課長がふと触れた普通郵便でお知らせしていますと。普通郵便でお知らせしたもの

が、じゃ相手に１００％正確に届いたことになるのかということを私一生懸命、郵

政省はもう解体されてなくなっています。郵政省が解体されてなくなっちょるんで

すが、郵便法という法律そのものは一部改正されて生きているそうです。それで、

当時の郵政省の定めた郵便法、これが分割民営化されているために、会社という表
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現に変わっているんですけど、第４２条に「誤配達郵便の処理について」というこ

とで、「郵便物の誤配達を受けたものは、その郵便物にその旨の表示して、郵便差

し出し箱に差し入れ、またはその旨を会社に通知しなければならない」云々かんぬ

んでいっぱい書かれている。その中に、第５５条──途中いっぱいあるんですけど、

第５５条は、特定の場合の損害賠償の請求権と。請求者ということで、郵便物に損

害賠償の請求することができるものは、その差出人またはその承諾を得た受取人と

するということで、強いて言えば、一言で言えば、郵便の誤配達というものを法律

の中で定めなければならないほど、たくさん誤った、一番身近は、ちょっと隣の家

に入れ間違えた。それで、地番を読み間違えてとか、名字を見て、「ああ、あれは

あそこじゃろう」とか思い込みで、さらにはひところだいぶ事件になったです。あ

ちこちで分割民営化になったときに、正規職員の──正規職員は国家公務員ですか

ら。ところが、民間委託になったときにアルバイト等がふえて、郵便袋ごとぼんと

川に投げ捨てて、家に帰って寝ちょったという事件がたくさんあったんです。とこ

ろが、その後もそうしたものは郵便法をつくった段階──これは昭和二十何年なん

です。郵便法をつくった段階で、既に誤配達郵便物の処理についてという法律をつ

くっているんです。これを公式に１年間どの程度の誤配達があるかという統計は、

これまで何十年間国会でもいろいろ国会議員が質問していますが、それは公式には

絶対発表していないということもわかりました。 

 しかし、条例、法律で定めるぐらいですから、当然誤って、先ほど言われたよう

に、普通郵便をもって請求をしていると。ところが、その後、あなたが説明された

ように、２０日以内に納付がなければ督促手数料１００円を追徴して請求している。

そうすると、さらにそれが、だから１発目はこれが届いて、２発目は督促状という

こういう裏表のはがきで、個人名はプライバシーでピーとはいだらわかるようにと。

手数料含めて出されるんですが、もし１番目のさっきの納付書が誤配達される。さ

らに督促手数料も誤配達される。その後には追徴課税で１４．５％、罰則ばっかり

山ほどある。しかも、相手にきちんと届いたかどうかの確認手段は、少なくとも

ルール上、今のところはないんです。そうすると、受け取った側は、もう例えば納

付書が正確に届いてなかった場合は督促状で１００円ついて、あなたは税の滞納者

というレッテルを張られるわけ。銀行で住宅ローンでも、滞納したら厳しい罰則な

んです。下手を二、三回繰り返したら、もう車のローンも地元の大手の銀行なんか
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だと借りられんようになるんです。そういう督促という形で追徴金、税の滞納者と。 

 ところが、それを市民が納得できるように、納税の義務を含めて自覚できるよう

に、あなたは幾らです。こうこうこういうことでという郵便物が普通郵便で出され

た場合、郵便法でも誤配達ということが定められているんです。そうすると、やっ

ぱりいろんな問題を市民は疑問に抱くし、行政が税を徴収することが一番担当課で

嫌なところなんです。お金をばらまくところが役所で一番ええとこ。ところが、税

を滞納したものを取り立てるというのは、一番大変な仕事だろうと思う。職員から

すれば一番行きたくないところ。夜遅う、「あんたは税金滞納しちょるから給料を

差し押さえるよ」とか、「毎月５，０００円か１万円分割して払わにゃ」とか、

「市民の義務でしょうがね」って怒らにゃいかん。 

 ところが、実務的なもし不十分さが残っちょるんじゃったら、これを今後どうさ

れるんかなという、そのままいってもいいけど、そのうち、税金に不満の人がたく

さん増えるか、外国の例を出すわけにいかんが、もうちょっと弾圧をもっと強めて、

不平不満が出んようにきちっと対応するんか。どっちのやり方でもいいですから、

何となくわかれば一言で答えてもらいたい。私はさっさと帰る。 

○議長（秋山哲朗君）  小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君）  先ほど申しましたように、現在普通郵便で納税通

知書等を送付しておりまして、これが市役所の税務課のほうに、あて先がないとか

住所が違うとかいうことで返戻されない限りは、地方税法の第２０条第４項の規定

により、その方に届いたという推定されるということで今処理しておりますので、

今後においてもそういった処理になるかと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  ということで、法律はそうなっているんです。今言われる

ように。法律がそうなっている以上は、課長はその法律をきちっと守って職務に専

念せにゃいけんのです。地方公務員法はそう定められている。 

 ところが、国の法律で、郵便法では、誤配達が起きた場合はどう対処せえよとい

う法律もあるんです。よくわかったです。 

 もう一個あるけど、これはもう一個は、これはまた長いんじゃ。じゃから、ぜひ

この長いのはもっとこう議場がいっぱいになって、俺も聞きたいと、こういう迫力

が出たときに、もう一度取り上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（秋山哲朗君）  この際、暫時、１１時１０分まで休憩をいたします。 

   午前１０時５６分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時１０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。安冨法明議員。 

   〔安冨法明君 発言席に着く〕 

○２２番（安冨法明君）  政和会の安冨法明でございます。質問に先立ちまして、一

言お礼を申し上げたいというふうに思います。 

 実は、私ごとで恐縮なんですが、家内が福島の出です。福島県の大熊町。ちょう

ど原発から３キロ圏内に実はおります。親はもう既に他界していないんですが、兄

弟はかなりまとまってそこに住んでおりました。皆さん御承知のように、ああいう

ふうな形で、結果的に津波の被害はなかったんですが、着のみ着のままでそれぞれ

避難をしております。この間、３月１１日の震災とともに、美祢市におかれまして

は、市長さん始め、まず消防隊、救助隊ですか──の派遣をしていただきましたし、

それからまた看護師さんの派遣、あるいはまた一般の事務職の方の派遣等、大変御

支援をいただきました。さらには、市民の皆さん始め、もちろん市長さん始め行政

の関係の皆様方、また議会の方もそうなんですが、多額の義援金をいただきました。

報道によれば、市長さんも言われましたが、もう３，０００万を超え、また社協の

ほうも３００万を超えるような支援金を、義援金を頂戴をしているような状況にあ

ります。この席をかりまして、関係者の一人として厚くお礼を申し上げたいという

ふうに思います。ありがとうございました。 

 それでは、質問に移らせていただきます。 

 大きく３点について通告をしているわけですが、基本的に、農業の問題につきま

しては、この中山間地の美祢市において、全国にも似たような地域がたくさんある

と思われるわけですが、高齢化が進み、後継者もなかなか難しい、見つからないと

いうふうな状況の中で、地域農業の将来というのが非常に危うい。その場合に、市

として市内全域の生活環境を含めて、環境がどうなるだろうか。そこに私たちが住
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めるだろうかというふうな観点からお伺いをいたします。 

 まず、農業振興、農地の保全と環境についてというふうに通告をしておりますが、

市内の農家では、田植えもほぼ終わり、一息ついた状況だと思うわけですが、私の

地域では、農作業をされている人はほとんど７０歳前後、若い人はそのお手伝い。

ほとんど見かけません。高齢で耕作できない方の田を農業委員さんとか元農業委員

さん、こういう方がいろいろ心配をされておるんですが、結果として受け手がない

ということで、非常に無理をして耕作をされておるような状況が実情です。１人か、

奥さんを入れて２人で耕作をするとして、やはり１０ヘクタール程度が限界じゃな

いか。それ以上耕作されている方もあるんですが、なかなか管理が行き渡らなくて、

なかなかいいことにならない。また、収穫時の品質も低下をしてくるというふうな

状況にあるというふうに思います。 

 農業を支える人の年齢は、大体７０代、６０代は若手のような状況があります。

これは全国的に見ても、農業センサスで出ている数字がそういうふうに示しており

ます。１０年と待たずに、５年もすればもう大体片がつくというか、それぐらいの

厳しい状況に現実にはあるというふうに思っております。 

 美祢市の美田が、あるいは多額の事業費をかけて圃場整備をしたような田んぼが

原野のような状況、あるいはまたセイタカアワダチソウ畑の状況になるというのは、

もう時間の問題のような気がしております。優良農地と言いますか、今も言いまし

たように、最低でも圃場整備をしたような優良田と言いますか、そういったところ

を重点に保全をして、私たちが住める環境と言いますか、子供たちが、私いつも思

うんですが、セイタカアワダチソウ街道を学校に通って、情緒、心が育つかという

と、私はそうは思いません。市長さんも、於福から出勤されるわけですが、車の中

から見える風景が、もし仮にそういうふうな状況であったとして、決して農業振興

なり地域の産業振興ということに関してどういうふうにお考えなのか、力が及ばな

いことを痛感されるんじゃないかなというふうなことを思うわけです。 

 で、そうなるじゃなくて、そうならないようにお伺いをしたいわけですが、市で

は新年度予算で集落営農加速化推進事業、事業費は５８万６，０００円とされてい

ます。そこのどのようなことを計画されているのか、市内全域に集落営農が実現で

きるというふうに考えておられるのか。また、組織化には必ずリーダーが必要とな

ります。どのように育成をされようとしておるのかお伺いをいたします。 
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○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  安冨議員、ほんとに今の農業が置かれておる現状というのは

非常に厳しいというのを、ほんとにひしひしと感じておりますし、市のトップとし

て、どうにかしなくちゃいけないという思いもほんとに持っております。そうした

中で、只今のリーダーにかかわること、御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 この日本の農業というのは、古来、家族経営と言いますか、これに支えられてき

たということは、安冨議員も農業をしておられるのでよく御承知だろうと思います。

現実的に、この広い日本の耕地は、もう家族経営で支えられてきたといっても過言

でないというふうに思っております。ただ、その家族経営を担っていただいたその

家族そのものが、若い方、後継者がいないという現状に立ち至っている。これは美

祢市だけの問題ではない。全国津々浦々、ほぼ同じ状況になっておるということも

わかっています。 

 ですから、個人経営にかわるものをどうにか育成をすると言いますか、やってい

かなくちゃいけないということで、今、御質問の中にありましたけれども、集落営

農、これが家族にかわる、ですから家族単位の農業経営そのものが疲弊化をしてお

りますので、その家族の、もっと大きな家族的な位置づけということで、集落営農

に方向づけをせざるを得ないということがございます。ですから、今の考え方でい

きますと、国、県、合わせて市もですけれども、市町村です。この集落営農を全国

的に今、展開をしようとしておるものでございます。 

 技術的に、農業者御自身につきましては、資本、人材、それから情報力等、非常

に多くのノウハウを蓄積をしておられるということがあります。そういうことを踏

まえた上で、いろんな試行錯誤と経験を積んでいただいて、集落営農を柔軟に進化

をさせて、効率的な農業生産、それから地域再生、活性化、セーフティーネットの

構築など、大きな可能性があるんではないかというふうに思っています。 

 さらには、この集落営農を現在の大きな流れとすれば、法人化をしていくという

ことがあろうかというふうに思っております。これによりまして、さまざまなメリ

ットが受けられるということもありますし、この基盤をつくっていくということで、

将来的な展望が開けるということがありますので、後継者も新たに農業経営の中に

入っていただけるんじゃないかという期待も持っている思いであります。 

 そうした中で、やはり今リーダーということをおっしゃいました。このリーダー
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の育成というのは、今の農業だけにかかわらず、集落営農をしようとすると、その

地区地区の冠婚葬祭を含めた集落機能そのものにも及んでくる話です。ですから、

昨日の一般質問にもお答えをいたしましたけれども、ふるさと応援未来創造交付金

事業、これをもってどうにかその地区地区のリーダーが育成できないかということ

もあります。そういうことで新たな取り組みも、私は市として開始をしたところで

あります。 

 今後もいろんな試行錯誤を繰り返さないと難しいだろうと思っています。御承知

のように、国の農政そのものが、よく猫の目農政というんですが、ころころころ変

わってきますんで、どうにかその辺を見極めて、しっかりした柱が、恐らく国自体

もどうすればいいかわからないんで、あれほど農政の根本的な考え方かが変わって

くるんだろうと思いますけれども、国、県とも協力をしながら、どうにか美祢市の

農業が、今５年後、１０年後という言葉を使われたけれども、どうしようもなくな

ってしまうという状況に至らないように努力を重ねてまいりたいというふうに考え

ております。 

 今の御質問に対しては以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  安冨議員。 

○２２番（安冨法明君）  市長が言われました後の支援策についても同じことが言え

るんですが、基本的に、昨日もいろいろ太陽光発電等の質問も出ておりました。要

は、市長が言わんとされる先立つものです。財源の問題あるいは一地方自治体とし

て多額の財源を注ぎ込んでやれるような状況にもないし、やりたくてもできないと

いうふうなのは、一つの流れの中で同じような共通点を持っているというふうに思

うんです。そのときに、やはり国策として、国がどういうふうな、農業をどうする

のかということだろうと思うんです。どういう位置づけをしてどうするんだと。で

すから、３月議会だったでしょうか、市長が確か戸別所得補償方式のことについて

触れられた中に、この戸別所得補償方式で各戸農家を支援するんだということで、

米価がぼんと下がってもとに戻らんだったということです。ですから、政策的に十

分に検討されずにばらまくというとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、

そういうことをやってしまうと、今、市場価格に生産者価格が委ねられております

から、足元を見られてすぐそういうふうな状況になってしまうということはあろう

かというふうに思います。 
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 具体的に私も農地を守るとか地域を守るというのはあんまり好きじゃありません、

こういう言い方は。もっと積極的に取り組んだ結果として、活性化が図られるべき

だというふうには思うんですが、なかなか今の状況はそういうふうな状況にはあり

ません。農地を守り環境を守る時代にもなってしまったんだなというふうに思って

おります。 

 そこで、結局集落営農あるいは営農組合等をつくって、互助組織的な組織で守っ

ていくということだろうというふうに思うわけです。リーダーの育成についても、

手探り状態でも一歩一歩どねえかしようということなんですが、結果的には、先ほ

ど言いましたように、１０年と私はもたないだろうなというふうに思っています。 

 市長に、新聞の切り抜きを読んでもらっておいてくださいと言って渡しておいた

んですが、見ていただけましたでしょうか。これは広島の神石高原町というところ

の切り抜きと職員の地域貢献応援というふうな山口新聞の３月ごろの記事なんです

が、要するに難民を農業の担い手にするんだということです。神石高原町というの

は、調べてみますと町ですから小さいんですけれども、人口は１万人ぐらい、１万

９５６人、１万１，０００人ぐらいですか。４，２００世帯ぐらい。面積が

３８１キロですから広いです。高齢化率がちなみに４２．３５、美祢市より。 

 で、ミャンマーの、タイから難民を、これは即永久にということじゃないみたい

なんですが、試行錯誤をしながらでも一時的に入れて、将来的には定住化というこ

とだろうと思うんです。要するに、その町の政治家の危機感だろうと思うんです。

そういうことをしてでも、対策を講じないと我が町の農業が維持できないというこ

とだろうというふうに思いますし、あと職員の地域貢献ということですが、これは

市長がいろいろ連携されて、職員の皆さん方に有給の範囲の中で、地域貢献どうし

たらできるかというふうなことをしようと。だから、福祉の問題とか高齢化が進む

中で、有給休暇で地域にどれだけ貢献していけるかというふうなことを探ろうとい

うんでしょうけれども、職員の皆さんにとっては賛否両論がある。そんなことを言

ってもらっちゃ困るというのもあるかもしれませんけれども、私がもし仮にこれに

と思うんだったら農業です。職員の皆さん、市長は田んぼをお持ちでないというふ

うにお聞きをしているんですが、なかなか実際にやってみられないとこの窮状と言

いますか、現状を理解することはなかなかできないだろうというふうにも思います。 

 そこで、例えば市長がどこか田んぼを１枚ぐらい借りて、道路のへりで市長の田
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んぼ、市長田とかって、田植えなんかして、やっぱり農業問題を考えるんじゃとい

うぐらいな、難民の受け入れというのは、それぐらいなやっぱりインパクトがある

ようにも思うわけです。 

 提案と言いますか、職員の中で農業をやっておられる方がどれぐらいおられるの

か。あるいはまた自分の家の田を人に預けておられる方がどれぐらいおられるんだ

ろう。要するに、職員の地域に対する、要するに今の危機的な状況の中での今の新

聞の切り抜きじゃないですが、農業面に対する貢献度というものは、どういう認識

をされているんだろう。こういうふうなことを思います。 

 さらに、例えば高齢化の時代、要するに若い者がいないわけです。職がないから

出ていく。残っておるのは、やっぱり地元である程度きちんとした職を得ることが

できた人。ですから、まず１番と思うのは市の職員なんです。次が農協の職員の皆

さん、その次が地域のしっかりした大手の、ここで言えば興産とかそういったとこ

ろでしょうか。住友さんとかマテリアルズとかそういったところでしょうか。そう

いったところに運よく就職ができたような人が残っておる、生活が。こういうふう

に思います。要するにおらんわけです、ほかに。 

 そうだとしたら、こういうふうな状況の中で何を考えるかということなんですけ

れども、いろいろ農機具とかなんとかの条件があるわけですが、休日には隣の家が、

もう高齢化で田んぼつくれん。たら、役場の職員、へたらわしがつくろうというぐ

らいな気持ちになっていただかんと、恐らく美祢市の美しい環境が守れんのだろう

というふうに思うんです。 

 もちろん、役場の職員は地方公務員法がありますから、兼職の問題で隣の田まで

つくることがいいか悪いかという問題はあろうかと思うんです。私は、特別休暇で

きも出したらいいと思う。市長はどねえ思われますか。それぐらいな状況がもう来

るよと。一歩一歩やってたらもう５年ぐらいすぐ来ます。１０年と待たないと思う

んです。そういうふうなものを乗り越えていかにゃいけんぞというのが恐らく、僕

はこの新聞の切り抜きから、市長、ちょっと読んで。新聞の切り抜きから感じるん

です。 

 ちょっと突飛な提案かもしれません。日曜日は百姓しとらりゃせんぞと。これは

白いボールやらきんぴかのジャラジャラのほうがいいよとかそんな話になるかもし

れん。そこでやっぱり考えるんです。市の職員、日ごろさっきの南口議員のよく話
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に出てくるあれですが、やはり市民の皆様、私たちも一緒ですけれども、公職にあ

るものが、日ごろお世話になっていることに対する地域貢献ったら、どういうふう

なことができるんかということを、ちょっと考えてみるべきじゃないかなというふ

うに思っております。市長のお考えと言いますか、御所見をお伺いをしたい。よろ

しくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  安冨議員が、農業だけにかかわらず、農業がだめになってし

まうということは、この美祢地域そのものが崩壊するんではないかという、非常に

強い危機感を持っておられるのはよくわかります。これは私と全く同様の共有する

部分です。気持ちとすれば。 

 我が美祢市は、観光立市でもあるし、先ほどもちょっと興産とか言われたけれど

も、鉱工業のまちでもあるし、でも、ベースとすれば農林産業があって、その上に

観光がある。また鉱工業があるという認識です。多面的な非常にすばらしい市とい

うのをいつも申し上げておるんですが、このベースたる農林業がほんとにだめにな

んてしまうということになりますと、ほかの二つの観光業にしろ鉱工業にしろ、厳

しいものがあるというふうに思っております。 

 私も今、この資料を、初めてこれを見ましたんで、ちょっと読み込んでいません

けれども、これで見ると、九州の市の首長さん方が連合してそれの取り組みをされ

ようとしておられるということです。おもしろいですね。ただ、１点言えるのが、

公務員です。今、ここに部課長連中がおりますけれども、公務員というのは広く美

祢市全域の公共の向上のために寄与するためにおるわけです。この農業がベースと

いいますので、当然のごとくそのことについてもやっていく必要がありますし、や

る必要があると思っていますけれども、よく職員が年休をとって百姓しよったとい

うことで、市役所に電話がかかってくるんです。市の職員がさぼっちょる。田んぼ

の中でごそごそしよるということがあるんです。 

 ですから、今の特別休暇の話がありましたけれども、まずここにおる職員の方々

も年休があるんですが、年休をほとんどとってないんです。また年休がとれる今状

況がないぐらい職員数を減らしていますので、年休をとらずに仕事をしておるとい

うのがほとんどです。その上でさらに特別休暇を与えてやるということも、考え方

としては非常におもしろいなと。今、安冨議員が言われて、これを見て思いました
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けれども、それをもしやろうとすると、広く市民の方に対する周知、御理解が必要

だろうと思っています。とても大切なことなんで、この農業を守っていくという考

え方のもとに、市の職員がさぼっているんではないよ、この高い志を持って年休な

りをとってやっておるということの理解を持ってもらう必要があろうかと思ってい

ます。ですから、なかなかそれで特別休暇を与えるということは理解は難しいと思

いますけれども、せめて彼らが今持っている年休、毎年消化せずに流しておるんで

すよ。それがとれて地元に帰って農業ができる状況がやるかどうかということです。

それにはかなり広く市民の方に、議会も含めてその辺のことを理解をいただく必要

があろうというふうに思っています。考え方としては非常におもしろいです。 

 それと、さっきのミャンマーの難民の方々を受け入れるという話です。これも非

常に考え方としてはあり得るなと思いました。今の農業だけにかかわらず、日本の

産業が空洞化しています。外国でやるんか。今の国の農業政策の問題も食料時給率

が４割ぐらいかな。もし外で戦争でも起こってしまうと食料が入りません。じゃ食

べるものがないという状況が起こりますので、日本が。じゃ、外国でつくったもの

を安く仕入れて、日本の農業を疲弊をさせていっていいんかということがあります。

だから、高くても日本の農業を守っていくと。日本の中でつくっていくんだという、

大きな国が覚悟を持ってもらえるようであればいいんだけども、それなら難民を迎

え入れて、ある程度コストを抑えて日本の中で農業をやっていくということもあり

ます。これはほかの産業も同じことが言えるだろうと思います。国外に出ていくの

か、高くても国内でつくっていくのか。それだから、国民のやっぱり共通的な認識

理解が要ると思います。それをやるのが行政の仕事かなとも思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  安冨議員。 

○２２番（安冨法明君）  そういうふうに言われるだろうと思ったんです。 

 それで、私思うんですけれども、営農組織も私らのところで最近やっと一つでき

て、頑張っているんです。そのリーダーというかまとめ役というか、もと役場の職

員。それで、二通りあるんです、役場の職員の皆さん。やれやれもう定年になった

からちゅうて思われる方と、今までお世話になったし、やっぱり地域に何か恩返し

をせにゃいけん、あるいは農林課におったときはみんなにあねえせえこねえせえち

ゅうて言って歩いた手前もあるしといって、その人はやっている。どっちがどっち
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かというと、やっぱり頭下げるんじゃったら後のほう。昔、農林課で皆さんにええ

ことばっかりああだこうだって言うて、今度は私がやってみせる、リーダーになる。

なぜ職員の皆さんにそういうふうな、現職のときにもやっていただきたいか。ある

いは市長にも田んぼつくって、そりゃ皆さんが理解をしていただくのに一番手っと

り早いからですよ、市長の田んぼってどこかその通勤途上の１反ぐらい借りて大き

な看板をかけて。意識の問題。危機意識をどう持つかということじゃろうと思うん

です。 

 それと、まあそれは幾ら言っても、市長やるとは言うちゃないでしょうからよし

として、現職のときにそういう意識で地域の農業とかなんとかに携わる。そういう

ことをしてないで、定年になってからじゃできるかと、できんと思います。ですか

ら、竹岡議員がこの前ちょっとそのようなことを言っておられました。職員のＯＢ

組織もあるんじゃないか。そういう方たちの地域のリーダー役として、リーダー役

になっていただけるようにお願いしたらどうだろうか。その前段というのがやっぱ

り僕はあると思うんです。だからそういう認識というのを今、そりゃ参与の皆さん

方皆偉いから、部課長さんですから、ただ役場の行政の職員さんってもっとたくさ

んおられる。皆さんがある程度そういう認識に立っていただいて、自分の田んぼを

人に預けるようじゃいけん、何とかせにゃいけんというぐらいな、草刈りぐらいせ

にゃいけんとか、そういう認識にあるのかどうかというたらえらい違いですから、

まずそういうことを、市長がやっぱり率先して指示をしていただくというか、認識

を示していただくことが第一歩だろうというふうに思います。 

 このことはちょっとこれで置いて、時間があんまりないんです。おきますが、ぜ

ひそういうことを、意識の問題も含めて考えていただきたいというふうに思います。

法や条例はおかしかったら変えりゃいいんです。私はそねえ思っています。 

 そこで、２点目に、ある程度個人や新規就農者育成に対する支援対策が必要じゃ

ないか、こういうことなんですが、先ほども言いましたように、かなりやっている

人はもう無理してやっている。これも高齢になっているということなんです。ある

程度一定規模を耕作される農業者、今あたり支援策があると言えば認定農業者なん

ですが、個人であれば。あるいは、新規就農者の募集のあり方とか。私が聞くのは、

認定農業者になっても、何も私たちメリットないからはあやめたとかいうふうな話

も結構聞くんです。何かいいことがあるんかなと、こんな話です。もう農地を集積
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して斡旋をする時代じゃないんです。農地は幾らでもある。少なくとも私のところ

は、そういう状況にある。恐らくほかのところもそうでしょう。 

 それと、新規就農者、今、集落営農とか組織化について非常に全国的にもという

ことですが、美祢市もやるよということなんですが、やはり新規就農者というよう

なことを考えないと、やはりまちが高齢化して少子化で、もう人口減少時代に入っ

たよということですから、やっぱりＩターンとかなんとか、ちゃんと窓口を広げて、

そういうふうな方たちを受け入れていく。人口対策にもなるんです。地道な話にな

るかもしれませんけれども。そういうことの積み重ねで、やはりまちの活性化が図

られるんだというふうに思います。 

 世の中こういうふうな時代で、新卒者もかなり就職難、みんなかなり内定がとれ

ないってこの前まで大騒ぎしていました。この震災でもっと厳しくなるだろうとい

うふうにも思いますし、非正規社員なんかもたくさん、まあこれは女性が多いんで

すが、あるわけです。なのに農業に手を挙げる人がいないというのは、やっぱり受

け手のほうがやはりまちづくりをしようとする美祢市なら美祢市の対応の仕方が、

やっぱり問題があるんじゃないかなということも考えるべきだろうというふうに思

います。 

 条例とか今、活性化委員会もあるんですが、産業振興条例もつくって、一応制定

をされました。こういう中で、あれは理念条例だからということで、周辺の関係す

る条例や規則で振興策を図っていかなきゃならないとするもんなんですが、どうも

何回見てみてもピンと来ないと言うか、的を得たような対策ができそうにないんで

す。 

 それで、例えば一定規模、先ほど言いましたかもしれませんが、５ヘクタールと

か１０ヘクタールとかっていうふうなある一定の規模を耕作することを前提として、

美祢市としてのモデル、こういうふうな制度事業が受けられますよ。あるいは営農

の収支について、例えばつくるものにもよるんですが、麦をつくれ大豆をつくれも

あるんでしょうが、モデルを、こうしたら例えば新規就農者が、少なくとも

３００万もする車には乗れんとしても、１５０万かぐらいの新車には乗れるぐらい

な、産業としての収益があるようなものを考えて見せてあげるというんですか、こ

れぐらいだったら。でないとなかなか新規就農者って難しいんじゃないかなという

ふうに、朝から晩まで汗を流して働くだけではつまらん。 
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 それが証拠に、調べてみておいてほしいと言ってたんですが、恐らくそんなに多

くの方が制度事業にのっかって、あるいは新規就農者がことしも１人って言われま

したが、農地を集めるってあれですよね。新規就農者に対する農地確保支援事業と

いうことになっている。金額はたしか７名って言われましたから微々たるものです。

四七、二十八だから、戸当たりで４万円ぐらいになります。だから、そういうふう

なこと等々を考えていただいて、独自のほんとは政策が欲しいところなんですが、

市単独ででも、先ほども言いましたように、やはりなかなか国や県の制度事業につ

ながってやらなけりゃなかなかできないというようなところがあるのはやむを得ま

せん。 

 それで、一つ美祢市モデルというふうなものをつくって、支援事業とかなんとか、

こういう制度に乗れますよとか、こういう条例の庇護が受けられますよとか、庇護

というのはおかしいですが、受けられますよとか、つくってみられてはどうかなっ

ていうふうに分かりやすく。農業委員会も何でも相談みたいな、農業に関するよう

なことをされておるって、この前テレビで流れていましたけども、そういうことを

されるお考えはないかどうかお聞きをいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  ほんとに難しい問題ですね、安冨議員。ほんと難しい。この

農業問題ね。 

 今おっしゃいましたように、新規就農者、それから認定農業者の方々に対する手

だてと言いますか、いろいろやってはおるんです。しかし、なかなかそれが現実的

に実を結んでないというのがあるから、こういうふうな安冨議員の一般質問が出た

んだろうというふうに思っています。 

 今おっしゃっていただいたように、美祢市でも美祢市新規就農計画認定審査委員

会とか、担い手育成総合支援協議会とか持っていますんで、この辺でいろいろやっ

ていますけど、この平成２３年度予算で農地確保支援事業なんかは支援も行ってい

ます。先ほどちょっと触れられたけど、お一人新規就農者の方が出たということで、

うれしい、滅多にないうれしいニュースです。ありがたいなと思っています。 

 この美祢市は地域水田農業ビジョンというのを持っておりますけれども、土地の

集積にも限界があるんじゃないかとおっしゃったし、また、農地は何ぼでもあると

おっしゃいました。今、集落営農、それから特定農業法人、認定農業者合わせまし
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て１４７の団体とか、それから認定農業者がおられるんですが、この方々に対する

美祢市の農地の集積率が３１％ということで、３割が農地が集積をされておるとい

うことです。 

 ただし、美祢市は広いんです。人口が少ないということで過疎地域です。この美

祢市の農地を全域守っていこうとすると、どうしても土地利用型といいますか、米、

麦、大豆です。国が言っているのは、土地利用型というのはそうですが。それを

ベースにするしかないなということもあります。 

 その上で、アスパラガスとか、現実的に軟弱物でいいから、お金が高く売れて経

営に寄与できるものというものを絡めていかんとしようがないだろうと思います。

今、植柳ファームのように、モデル的にやっていただいているところもあります。

現実的に。それでもやはり経営が厳しいということで、反当たり３万１００円か、

戸別所得補償制度、これでかつかつ今はペイができているけれども、現実的には最

初ちょっと触れられたけど、米価そのものが、これをやったおかげで業者のほうが

足元を見てしまいまして、今何ぼかいな。随分下がったですね。今２２年産米価が

９，０００円前後ということですから、非常に下がっています。 

 私がきょう、そこへ三好監査委員がおられるけど、２０年ぐらい前に、やはりこ

の問題はその時点でもうあったです。３０年前にもあった。美祢市の農業をどうに

かせにゃいかんということで、援農組織をどうにかつくろうということで、三

好──今監査委員ですけれども、一緒にやったことがあります。県にも随分行って、

これ支援してくれってやったことがありますけれども、なかなか難しかったという

ことを実感しています。 

 私は、先ほどから、私は田んぼをつくってないからとおっしゃったけど、実感が

ないだろうというふうにおっしゃいましたけど、私は実際は、実にはやっていない

けれども、農業に対する思いは非常にありますので、御承知のように南米で牧場を

経営しようと思うておった男ですから。いろんな面でその辺にはあります。だから、

ベースになる農業をどうにかせにゃいけん。よく東国原さんが「どぎゃんかせんと

いかん」と言っておられたけど、あの人はかけ声ばっかりで逃げちゃいましたけど、

私は逃げませんので、やろうという気は一生懸命あります。 

 答えになっとるかどうかわかりませんけど、今、制度的なものです。補助。やっ

ています。国、県がベースに補助してくれて、市が上乗せをするという形でやらせ
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ていただいていますけれども、今、国、県がまた引いていく形になろうかと思って

います。だから、その辺をどう今度はして、単独市費で手当てをしていくかという

ことになってくるだろうと思います。もう国も県も金がない金がないばっかりです

から。基礎自治体が金があるわけないんですが、皆その辺はもうこっちに押しつけ

てくるような現状がありますので、我々はやっぱり知恵を絞って、どうにかこの農

地を守っていかなくちゃ、この美祢地域──どこも一緒でしょうけど、地域が崩壊

するというのがほんと目に見えていますから、また議会サイドにも、そのときには

予算が要りますから、私は財源をしっかり見せてまた提示をさせていただくけれど

も、どうにか議論をさせていただきたいと思っています。なかなかこれ以上言えま

せんので。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  安冨議員。 

○２２番（安冨法明君）  だんだん時間が、あと１５分なんですが、もう一つ、農業

機械に対する投資が高額になっているという面がありますが、これはちょっと意見

として申し述べるだけにします。結局、農林課の秋枝次長からも、支援事業の一つ、

冊子を、これ平成２３年版なんです。もらっているんですけれども、大体、今まで

の同じようなことが言えるのは、入れかわり立ちかわりいろんな制度が出てくるん

ですが、市長が言われるとおりなんですが、大体規模の拡大とか、あと集落営農か

ら法人化にするとか、グレードアップと言いますか、要するにレベルを上げていか

んとなかなか、そういうのに制度資金が用意されちょらんようになっちょるんです

よ。そうすると、ある一定のところまでいったら受けられんということなんですよ

ね。要するにはあもう、要するに規模の拡大する余地がないよというふうな感じに

なってきたときにはもう受けられない。だから、それで営農が成り立つかという、

こんな話なんです。だから、その辺のことも含めて、ぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。 

 もう時間がないですから、次に移らさせていただきます。これも簡単に申し上げ

ますが、浄化槽の問題でございます。現在、浄化槽に対する設置の補助金が国、県、

市で３分の１ずつ出ています。問題なのは、県がもう制度的にはこれで所期の目的

を達成しているということで、もうやめるぞと、そういうことです。そういう方針

を出しました。ところが、県議会のほうが、「いやいや、待ってほしい。中山間地
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というのが、特に下水道とかの対象地域以外のところにいったら、まだまだ需要が

あるよ」ということで、２年間の時限措置を入れる。それで、中山間地についてだ

け、要するに２年間の延長をされることになる。 

 要は、美祢市も、市長よく言われるように、事業効率の悪い、もう下水なんか引

っ張り回したらとてもじゃないですけど、基本的に使用料で経費を賄うというのが

原則だとするならば、とてもやれないから、一般会計から繰り入れをせにゃいけん

とかって、そういうふうな状態に当然なってきます。事業効率が悪いということで

す。ものすごい大きな資本がかかる、高資本体質っていいますか。水道も一緒でし

ょうけど。そういう状況の中で、やはり浄化槽は、じゃあ、足りているかどうかな

んか。あと２年で出来るか、どうなんか。できんやったら、どうするんか。という

ことをお聞きをしたい。それともう一つは、申し訳ない、同じ項目ですから、時間

の関係も、一緒に聞きますが、ひところ秋芳洞の水質、ラムサールの件もありまし

て、水質の問題が課題になりました。そうしたときに、一つあれは台上の下水が問

題だったんですが、下水管の破損ということが問題だって、多分いいのかもしれま

せん、最近報告がありませんからわかりませんが、そのときに、一緒に出てきたの

が、秋芳洞に流れ込む上流域、美東の赤郷地区、碇地区って小さい穴の吸い込みが

あるところが碇地区と言うらしいですが、そこ。ですから、要するにその上流域は

特に、政策的にでもそういうふうなものを、少なくとも県が対応している間に進め

るべきではないかとかっていうふうなことが、やっぱり議論されているのかどうな

のか。あるいはそういうことをお考えにならないのか。そういうことを思いました。

簡単ですが、御所見をお伺いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今の下水のことですが、基本的に、今３月末の人口が住民基

本台帳人口ですが、３万を切っています。２万８，２２９人ということで、そのう

ち農業集落排水人口を除く合併処理浄化槽の対象、下水とか農業集落排水を除く合

併処理浄化槽の対象人口です。これが１万４，７９６人なんです。ですから、約半

分です、総人口の。総人口の半分がこの合併処理浄化槽の人口であると。そして、

現実的に、今、合併処理浄化槽をやっていただいているところが５０．４％です。

ですから、そのまた半分がまだ合併処理浄化槽がないという現実があります。 

 この合併処理浄化槽については、全国津々浦々、快適な生活を送っていただくと
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いうことを目途に、国が３分の１、それから県が３分の１、基礎自治体が３分の

１で、全国的に普及に努めてまいった経緯があります。ところが、この山口県は、

御承知のように、県は金がないからということで、これだけに限らないけれども、

国が３分の１出している。その上乗せの３分の１をどんどんどんどん切ってこられ

た。この合併処理浄化槽も一緒です。３分の１切られちゃいました。それじゃ、山

口県なんか津々浦々見てくださいよ。都市部だけじゃないんだから。美祢市のよう

な中山間のところもたくさんありますから、無茶じゃないかというふうに随分市長

会として申し上げました。それで、２ヶ年間ほどは中山間地域は見ましょうよとい

うことになりましたけれども、これはつけ焼き刃です。はっきり言って。型だけし

たという形です。それもはあ切れます。２３、２４で切れますから。２２年で一応

その線なくしてしまっちゃって、県が。２３年度、２４年度でつけ焼き刃でやって、

やってやるよという言い方です。当たり前でやらにゃいけんことをやってやるよと

いう言い方。２３、２４で切れちゃいます。その後、国が３分の１残していますか

ら、じゃ市が、美祢市では市、町で言えば町が３分の２を見ていくんかということ

になります。今、市長会でも随分今それを言っています。県にも申し入れています。

県の担当部課長が来ますから、よく言えって、副知事なり知事に言っていますけど

も、むごいじゃないか、こういうことでは。しかしながら、一点張りが、県は金が

ないから。 

 県民というのは市民であり町民なんです。あなた方は市民、町民を見てないんか

と、いつも言い方をするんですが、直接あなた方は住民に接していないから、その

痛みがわからんだろうけども、現実的に基礎自治体は、市民、町民に対して責任を

負っているんで、じゃ県が切ってしまえば、残りの県の３分の１の負担部分を見て

いかざるを得んでしょう。今まで控除しとった分を、県が金がないって逃げられた

から、じゃ県の分のほど補助金が減りますよという言い方は現実的にできますか。

ほかのこともいっぱいそれが今起こっているんです。だから今予算を組むのに大変

苦労しているんです。 

 ですから、２年たって平成２４年度が終わったとき、恐らく県はそのまま逃げち

ゃうでしょう。またそのときは、議会の理解が要るようになるでしょうけれども、

その負担部分は市が上乗せで負わざるを得ないんじゃないかというふうに私は思っ

ています。また、合併処理浄化槽が必要なところは全人口の半分あって、その半分
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しかまだ行き届いてないんです。でしょう。ですから、どっちにしても、全人口の

２５％はまだ要る方々がたくさんいらっしゃるということです。それも一番御不便

なところに住んでおられる方が多いということです。やらざるを得ないだろうとい

うふうに思っています。そういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  安冨議員。 

○２２番（安冨法明君）  市長のお考えはよくわかりました。基本的に、言われるよ

うに、こういうインフラの整備というのは、ここをやってここをやらないちゅうの

はあり得んことですから、それともう一つ言えることは、なるべく、私は充足率は

って書いて出したんですが、希望者に対して、希望されん方はもうやむを得んのか

しれませんが、希望される方に対して、何ぼぐらい行き渡っているのかということ

が大切なような気もします。 

 そういうこと等々含めて、今の固い御決意のようですから、十分に、補助がある

間に極力進められれば進めるというのも一つしなきゃならん努力だろうというふう

に思いますから、それかちゅうてどっと補助金が来るとも限りませんけれども、そ

ういうこと等々考えながら、努力をしていただきたいというふうに思います。 

 あと７分ぐらいあります。最後に、市有財産の活用ということを言ってるんです

が、市には大変農林課のほうからいただいた資料では、市が自由になる一般財産と

いいますか、２，４２５ヘクタールあるです。財産台帳で見るともっとあるんです。

その辺はいいんですが、いっぱいあるちゅうことです。木材価格が、市場が低迷す

る中で、なかなか難しいとは思うんですが、私は活性化のためにこういうふうな市

有財産、遊休財産というとちょっと語弊があるのかもしれませんけれども、立木あ

るいは土地もいいんですが、希望者があればどんどん払い下げて、それをもって多

少なりとも市民の皆さんの経済活動、活性化が図れるんなら、私はどんどん進めて

ほしい。これもさっきの話じゃないですが、意識の問題というか、市民に知らしめ

ることが私は大切だろうと。秋枝次長の話では、あれは言われたわけではないです。

市が持っていても税金が一つも入るわけじゃありませんし、やっぱり個人の方、安

うても持っていただければ、何ぼかでも税金も入って、固定資産税も入ってきます。 

 そういうことを思いましてお伺いをしておるわけですが、一つには、これも具体

的に申し上げますが、私のところに話が来ているのは「定年になった、まだ頑張る

よ」ってシイタケを栽培するのに、ホダ木にするいい山はないだろうかというので、
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見て歩いて、そこがたまたま市有林だった。これちょっと国定公園内になっちょっ

た、どうかなというのがあるんですが、１種地域なら何とかなるだろう。具体的に

はそういうふうな。そういうふうな関係で、ぜひそういうふうな方がおられたら、

積極的に対応していただきたいなというのが、私の思いでございます。市長のお考

えをお伺いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  もう時間がありませんので、簡潔にお答えいたしたいと思い

ます。 

 今、市有林は２，４２５ヘクタールとおっしゃっていただいたけど、私もそうい

うふうに報告を受けております。杉３５年、ヒノキ４０年ということで、伐採期に

もう到達している山がほとんどということです。これ売れちゃうと、売れるといい

んですが、お金になりますけれども、だけど御承知のように、日本産の木材価格、

非常に低迷していますので、切って出すコストのほうが売った価格よりも高くつく

ということで、切れない。伐採できないという状況があります。 

 それともう一点は、この市有林を持っている目的が、防災にかかわるものという

位置づけがあります。それから、水源の涵養、そういうものがあります。ですから、

その辺がクリアできる山であれば、今、安冨議員がおっしゃったように、技術的に

役立てていただけるものであれば、十分前向きに検討する余地があるというふうに

思っています。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  安冨議員。 

○２２番（安冨法明君）  大変ありがとうございました。 

 最初にちょっと戻るんですが、要は、私は地域貢献、今の農業をどねえするかっ

ていうふうな話になったときに、やはり役場の職員の皆様方が、あるいは公職から

身を引かれて定年後の動向です。私はこういうのを非常に大きいと思います。竹岡

議員さんが指摘をされたのも、そのとおりお願いしたらどうか。だから、そういう

ふうなもとになるような素地を、現職のときから市長さんの指導のもとに、あるい

は部課長さんのそういうふうな認識のもとに、やはりどうあるべきかということを

考えながら、まちづくりの一翼というのは、もう非常に大きな部分を占めると思い

ます。行政の職員。 
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 やっぱり民間に勤めておられる方は、なかなか、「きょうは田植えで休む」なか

なかよう言うちゃあない。首になる可能性がありますから。そういうことも含めて、

ぜひ前向きに鋭意検討していただきたいなというふうにお願いを申し上げまして、

私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（秋山哲朗君）  この際、午後１時まで休憩をいたします。 

   午後０時０９分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後１時００分再開 

○副議長（布施文子君）  議長が所用のため席を外しておりますので、これより副議

長の私が議長の職務を務めさせていただきます。御協力をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 休憩前に続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。髙木法生議員。 

   〔髙木法生君 発言席に着く〕 

○４番（髙木法生君）  皆様、大変お疲れさまでございます。一般質問２日目、午後

の最初の質問者となります新政会の髙木でございます。 

 まず初めに、３月１１日に発生いたしました東日本大震災におきまして、お亡く

なりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に対

しまして心からお見舞いを申し上げます。また、被災地の一日も早い復旧・復興を

お念じ申し上げます。 

 それでは、一般質問順序表に従いまして、御質問を申し上げます。 

 まず、市民の健康について、小項目、がん検診の受診率の現状及び検診受診率向

上への取り組みにつきまして、お伺いをいたします。 

 がんは、我が国において昭和５６年より死因の第１位で、年間３０万人以上の方

ががんにより亡くなっております。また、国立がんセンターのがん対策情報セン

ターの資料によりますと、一生涯のうちに何らかのがんにかかる割合は、男性で

４９％、女性で３７％とされています。このため、男性の２人に１人、女性の３人

に１人ががんになるとも言われております。例えば、夫婦であれば、どちらかがが

んになるという確立でありますから、他人事ではありません。また、平成１８年の
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厚労省の資料によりますと、平成２７年にがん患者が倍増し、２０５０年まで横ば

いで推移するといった推計も出されております。 

 団塊世代が６５歳を超える平成２７年、２０１５年にがんの罹患者数がピークを

迎えることになるわけです。厚労省が平成１４年に発表したがん生存者の社会的対

応に関する研究にも、２０１５年には３人に２人ががんにかかり、２人に１人がが

んで死亡するといった状況になると書かれております。これがいわゆるがんの

２０１５年問題と言われるところであります。 

 現在、３００万人と言われるがん患者が２０１５年には８０％増の５４０万人と

推計されているのです。このように、今なおがんが国民生活及び健康にとって重大

な問題となっている状況の中、国レベルにおいてがん対策について大きな動きがあ

り、２００７年４月からがん対策基本法が施行されることになりました。この法律

により、都道府県など各自治体は、がん医療の地域状況を踏まえ、具体的にはがん

を予防するために喫煙、食生活等の生活習慣が健康に及ぼす影響についての啓発、

また、がん検診の質の向上、受診率を高めて早期発見に努めるようにすることなど

が謳われております。 

 また、がん検診については、昭和５７年度に老人保健法に基づく市町村の事業と

して胃がん検診、子宮頸部がん検診が開始され、その後、子宮体部がん検診、肺が

ん検診、乳がん検診、大腸がん検診等追加拡充されてきましたが、平成１０年度か

ら老人保健法のがん検診負担金が廃止され、地方交付税の一般財源として配分され

ることとなり、それ以降は法律に基づかない市区町村独自の事業として整備されて

きました。現在は、国においてこれらのがん検診について、対象年齢、受診間隔等

に関する標準的なガイドライン、がん検診の指針を示しているところであります。 

 また、市区町村が行うがん検診については、平成２０年度以降、健康増進法第

１９条の２に基づく健康増進事業として現在実施されているところですが、平成

１９年国民生活基礎調査でのがん検診の受診率を見てみますと、職場や自治体を合

わせても２０ないし３０％程度と横ばいの低い水準で推移しております。 

 こうした状況を踏まえ、平成１９年に厚生労働省が、がん検診が効果を上げるた

めには、５０％以上の受診率を確保することが必要であるとし、５年以内に５０％

を超えることを大きな目標として掲げたところです。 

 そこで、山口県は、県の死亡原因のトップであるがんの検診受診率が１０ないし
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３０％台と低迷している中で、２０１２年度までに受診率５０％を目指すために、

受診率アップに向け、銀行等金融機関、保険会社などと連携する企業の５団体とが

ん検診受診率向上推進協定を結んだとの報道もございました。締結内容は、検診の

受診を手がけるリーフレットやポスターを県と作成し、各店頭などでＰＲするとい

うものであります。 

 県健康福祉課によりますと、市町検診と職場検診を合わせた受診率は、平成

１９年度においては各種がん検診、特に子宮がん、乳がん検診では全国平均を大き

く下回る結果となっております。その受診率が５０％の県の目標が２４年度までと

近づいてきました。そこでお伺いをいたします。美祢市におきましても目標受診率

に向け取り組まれていると思いますが、各種がん検診の受診率の現状と検診率向上

への取り組みについてお尋ねをいたします。 

 以上をもちまして、１項目めの質問を終わります。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  髙木議員の今のがん検診の受診率、それから現状です。それ

から受診率向上への取り組みについてお答えをいたしたいと思います。 

 今、美祢市で実施しておりますがん検診は、胃がん検診、それから肺がん検診、

大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、これに加えまして美祢市独自で腹部超

音波検診、それから前立腺がん検診を実施をしているところであります。また、が

ん検診の対象年齢につきましては、４０歳以上の方ですけれども、子宮がん検診に

ついては二十歳以上の方、それから前立腺がんにつきましては４０歳から７０歳ま

での方を対象といたしておるところであります。 

 ちなみに、平成２２年度におきます美祢市のがん検診の受診率を申し上げますと、

胃がん検診が１６．１０％、受診率が最も高いものにつきましては肺がん検診なん

ですが、肺がん検診が３０．９１％、最も受診率が低いのが前立腺がん検診です。

これが１２．８７％というふうになっております。いずれも５０％の受診率にはま

だまだ手が届くところまでいっておりません。 

 ちなみに、お隣の長門市の平成２２年度の受診率を担当部署のほうでお聞きをし

たところ、胃がん検診が１１．００％、ほかの検診につきましても、いずれも美祢

市の受診率を下回っておるということでございました。長門市と比べても余り意味

がないかもしれませんが、かつがつ美祢市も頑張っておるということです。 
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 この受診率を向上させるために、５月から翌年の１月まで、市内の医療機関で受

診することができます個別検診と、それから実施日を決めて地区ごとに検診車等を

回しまして実施をいたします集団検診の二通りの方式で、がん検診を美祢市は実施

をしているところであります。 

 検診項目ごとに申し上げますと、前立腺がん検診は個別検診方式、それから肺が

ん検診、大腸がん検診、子宮がん検診は集団検診方式で実施をしております。また、

胃がん検診、乳がん検診、それから腹部超音波検診につきましては個別検診方式と

集団検診方式、二通りで行っております。 

 また、胃がん検診、それから腹部超音波検診の集団検診を実施するときには、同

時に国保の特定健診を行うということで、お互いの受診率の向上を図って、これに

努めておるということであります。 

 それから、先ほど髙木議員がおっしゃった市民の皆様への周知ということですけ

れども、市のホームページ、それから市報に掲載をしておるということです。さら

に、今後は美祢市有線テレビ等を有効に活用した広報を行いたいというふうに思っ

ております。 

 特にこの２３年度は、４０歳になられる方に対しまして検診期間中の啓発として、

受診の案内を文書でお出しするというふうな予定にしております。こういうふうな

取り組みを進めながら、さらなる受診率の向上に努めてまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 

○４番（髙木法生君）  御答弁ありがとうございました。 

 答弁の中で、２２年度実績における受診率につきましては、胃がん検診が１６．

１％、それから肺がん検診が３０．９１ということでございました。私の資料で国

立がん研究センターがん対策センターの平成２０年度によりますと、美祢市は先ほ

どの検診率とほぼ近似値のパーセンテージでございます。結果ではトップクラスに

位置しておると思っておりました。このことは、答弁にもありましたように、市

ホームページあるいは市報による周知等の取り組みの成果であると思っております。 

 それでは、がん検診及び市民の健康にかかわることについて若干再質問等をさせ

ていただけばと思っています。 
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 厚労省は２００９年度の国の補助事業といたしまして実施された、女性特有のが

ん検診推進事業で無料クーポン券というのを、７６０万枚配付すると公表しており

ます。両検診とも当時の検診率で申しますと２０％前後であったわけですが、この

たびの補正予算で約２１６億を投じ、５０％を目指すというものであったと思いま

す。そこで、美祢市におきましてこの無料クーポン券の配布によってどれだけ利用、

効果があったものか、まず、本美祢市の対象者が何人で、何人受診されたか。また

無料クーポン券配付前の２００８年度との受診率等の伸びについてお伺いをしたい

と思っております。 

○副議長（布施文子君）  原川健康増進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（原川清史君）  それでは、お答えをいたします。 

 まず、女性特有のがん検診事業でございますが、平成２１年度から国の補助事業

で始まりました。子宮がん検診と乳がん検診が始まったわけでございます。この事

業は、該当者に無料クーポンを送り、受診を促進するというものでございます。対

象年齢でございますが、子宮がんは前年度２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、

４０歳に達した方でございます。乳がん検診は、前年度４０歳、４５歳、５０歳、

５５歳、６０歳に達した節目検診となるわけでございます。平成２２年度につきま

しては、基準日の４月２０日に住民登録されている方が対象になります。子宮がん

検診は６７５名、乳がん検診は９８１名、それぞれ無料クーポン券を送付したわけ

でございます。 

 このことによりまして、平成２２年度は子宮がん、乳がん検診とも受診率が向上

いたしております。初めて受診される方が多く受診されまして、受診のよい機会に

なっているということでございます。 

 また、平成２１年度につきましては、国の補助、１０割補助でございましたが、

平成２２年度は５割補助ということで見ております。また、本年度につきましては、

子宮がん、乳がんに加えまして、男女４０歳から６０歳の５歳刻みの大腸がん検診

が加わっております。名称も変更になりまして、がん検診推進事業と名称変更にな

っております。今後、国から無料クーポン券等の様式が示されると思いますので、

その後実施をする予定でございます。 

 それから、平成２２年度の受診者でございます。これにつきましては、子宮頸が

ん、子宮がんでございますが１３１名でございます。それから乳がん検診につきま
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しては１７２名ということでございます。受診時につきましては、子宮頸がんが

１９．４１、それから乳がん検診が１７．５３と。女性特有のがんにしますとそれ

ぐらいの数値でございます。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 

○４番（髙木法生君）  ありがとうございます。今のクーポン券の伸び率等々につき

ましては、わずかであるが伸びたということであるかと思っています。政府の施策

というものが受診のきっかけづくりにはある程度効果があったのではないかと思っ

ております。 

 国も、新しい事業を展開するときは、大抵といっては大変語弊があるかもしれま

せんけれども、いつの間にかその事業というものが撤退するというか、はしごをお

ろされるような格好でいうわけですけれども、この事業についても確か、先ほどの

お話もあったように、次年度は半分に削減されているという報告があったと思いま

す。今後もこれについて美祢市としては継続されるのかどうか、その辺をお伺いし

たいと思います。 

○副議長（布施文子君）  原川健康増進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（原川清史君）  この事業につきましては、５歳刻みとい

う年齢でいっております。ということで、最低５年はやらないと全体の方に対象に

ならないわけでございます。また、今回から大腸がんが加わっているということで

ございますので、最低５年はこのままいきたいということを思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 

○４番（髙木法生君）  先ほども説明がありましたように、子宮頸がんあるいは乳が

んにつきましては、５年刻みで実施しているということで、他の年齢との不公平感

を生じないように、５年間は続けたいということだったと思います。そういったこ

とで、よろしく実施のほどお願いしたいと思っております。 

 もう一、二点聞きたいんですが、３ヶ月後の９月にはがんの制圧月間が訪れるか

と思いますけれども、この件について何か計画があるか。また、検診率の向上に向

けてはイベントを美祢市の場合は多く実施されていると思います。こうしたことで、

隅っこでのぼり旗を上げて受診率向上を目指すんではなくて、やはりメインステー
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ジ等で、ゲストの方にでも呼びかけていただいて、大々的に受診率アップに向けて

実施されたらどうかと思っておりますけど、その辺の点についてでもお伺いをした

いと思います。 

○副議長（布施文子君）  原川健康増進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（原川清史君）  その件につきましても、大腸がんの

２２年度の受診の状況とそれから今後のことを申し上げたいと思います。 

 まず、平成２２年度の胃がんと大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん検診でござ

いますが、受診者は７，８７１名ほど受診をされております。このうち精密検査が

必要とされた方が４５２名ございます。この通知等も私どもでしていくわけでござ

いますが、精密検査の通知とそれからこの精密検査の受診表、このあたりを保健師

が個別訪問をいたしまして、手渡しで受診のお願いをしているところでございます。 

 残念ながら、こういたしましても、精密検査をお受けにならない方もはおられま

す。ですが、精密検査を受けられた方の中で、昨年度で９名ほどがんが見つかって

おります。現在治療されているわけでございますが、がん検診は早期発見早期治療、

また、安心安全と命を守る大切な受診でありますので、イベント等の機会を利用し

て受診促進の啓発を行ってまいりたいと思います。また、先ほど議員が言われまし

たとおり、いろいろなことを考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 

○４番（髙木法生君）  ありがとうございます。がん検診、がんの撲滅に向けて、一

層の取り組みをよろしくお願いしたいと思っております。 

 最後に、市長さんに１件お伺いをしたいと、このように思います。一昨年でした

か、一般質問において肺炎球菌ワクチンの助成につきましてここで質問をいたしま

した。内容は、ワクチンの接種によって高齢者を救い、あるいは医療費の抑制につ

ながるのではないかというようなことだったと記憶しております。その後、市の

ホームページを見ますと、これに係るアンケート調査を県外等々に向けてされてお

りました。市長さんの指示だったと思うわけでございますが、質問したものとして

少し恐縮はいたしましたけれども、大変うれしい思いもいたしました。 

 そこで、これと同じように、この検診事業の受診率向上において、早期発見ある

いは早期治療で費用対効果というものはどれくらいあるのかということを、大変つ
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かみにくいところであるかと思っております。 

 例えばでありますけれども、このがん検診を１，０００人実施すれば、約１．

３％がんが発見できるということもあります。ということは１３人になろうかと思

いますが、これは仮ですけど、１人１万円の検診費といたしまして、１，０００人

ですから１，０００万円と。１３人の方がこの治療費に当たることになりますと

１００万かかるとして１，３００万円で、３００万円ぐらいの効果があらわれると

いうことになろうかと思います。数ヶ月抗がん剤を投与すれば単価は高くなるとい

うことで、それ以上の効果があらわれるんじゃないかと思っておりますが、簡単な

計算ということで、思うような計算どおりということにはいかないかもしれません

けれども、このような検診事業、各種助成を施すことで、費用対効果というものに

ついて市長さんはどのようにとらえていらっしゃるか、お伺いをしたいと思います。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今の件ですが、非常に髙木議員、医療関係の仕事をしておら

れたということでお詳しいし、よく勉強しておられると思いました。確かに、今お

っしゃったように、例えばの話をされたけれども、１，０００人を対象にがん検診

をして１．３％、発見できて１３人です。１，０００万円と１，３００万円という

対比をされましたけれども、今、大きな流れとしまして、予防医療と言いますか、

これがあるということも髙木議員御承知だろうと思います。技術的にがん、がんに

限らずいろんな病気になられますと、非常に高度医療を要することが多ゆうござい

ます。そうすると、一人当たりの医療費、非常に高額にかさむという現実が今起こ

っております。このことは、我が美祢市が経営しております国保の医療費も、非常

に高くなっておるということをご覧になってもわかると思います。 

 ですから、予防医療の要たる検診を充実をさせていくということは、市民の方々

の健康をお守りをするということもありますし、またなられた後の医療行為がきち

っとできるような形です。ですから、医療体制が崩壊をしないように、ですから高

額医療がずっとかさんでまいりますと、医療体制そのものが崩壊をしてまいります

ので、それを避けるという両方の意味から、この検診事業というのは非常に大切な

ものだというふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 
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○４番（髙木法生君）  どうもありがとうございました。がん検診の向上によりまし

て早期発見、そして早期治療で、そういうことで市民の命、健康を守り安心を実感

していただけるものと思っております。今後ともこの取り組みにつきましてはさら

に取り組んでいただきたいと、このように思っております。 

 次に、２項目め、水道事業の今後の課題といたしまして、水道料金の統一時期に

ついてを通告をいたしておりました。が、二度とお聞かせできないような立派な質

問も用意しておったわけでございますが、同じ美東町出身の原田議員さんと同様の

質問内容でありまして、再質問の市長答弁において、来年度、２４年度までには条

例改正を上程したい旨の美東町民にとりましてはひとまずありがたい御回答もあり

ましたので、同じ質問は割愛いたしますけれども、水道事業関連といたしまして、

若干質問させていただきたいと思っております。 

 本市の水道事業運営は、これまで旧美祢市の上水道事業と簡易水道事業が公営企

業法を適用、そして旧美東町、旧秋芳町が簡易水道事業の特別会計、公費適用でそ

れぞれ独立した形で経理運営されておったところでございます。しかしながら、会

計区分につきましては、美東町、秋芳町の簡易水道会計を合併時に統合し、さらに

美祢市水道会計を含め、新市移行後３年を目標に公営企業会計として統合するとの

合併協議合意があり、これに基づきまして平成２３年４月より公営企業会計全部適

用、併せて上水道事業と簡易水道との統合が行われたところであります。 

 こうした経営の統合が実現しましたことで、水道事業の運営の健全化と効率化が

一層図られ、安心安全な水の安定供給が期待されると思っております。この統合等

につきましては、おおむね計画どおり推移しているのではないかと推察いたします。

懸案であった料金の統一につきましては、おおむね２４年度までということでめど

がついたわけでありますが、要望として残るは硬度低減装置の整備であろうかと思

っております。 

 御存知のように、旧美東、旧秋芳町地区は、秋吉台地の影響を受けまして、水源

としている地下水に石灰水を含んでおる。硬度の値も１２０を超え、１６０から

１７０と非常硬水１８０ｐｐｍ以上に近い状況であります。硬度の値が高いことに

よる人体の健康への影響はないと考えられているものの、ボイラーの熱伝導率の低

下あるいは温水器のパイプのつまり、石灰付着等による機器の故障の原因となって

いるのが現状であろうかと思っております。 
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 平成８年に設置されております旧美祢市の上水道の硬度軽減装置は１億６，

０００万という多額の経費がかかっておるようでございますが、そこでお伺いした

いのは、旧美東町、旧秋芳町市民の要望の非常に高い硬度低減装置の整備につきま

して市長の所見をお伺いしたいと思います。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  髙木議員の御質問ですが、急遽質問の内容を変えられたとい

うことで、硬度低減化装置です。このことは、水道料金のこともありましたけれど

も、きのうも原田議員の御質問にお答えした市長と語ろう、未来創造座談会で、美

東町地域にお伺いをしていろんなお話をお伺いをする中で、やはりこの硬度低減化

装置の話が出てまいりました。そのときにもお答えをしたんですけれども、今、水

道事業、美東、秋芳です。上水道と統合いたしまして、地方公営企業法完全適用の

完全事業体と、ことしの４月からしたというのは今言われたとおりです。これが第

１段階だったわけです。それによって資産の整理、精査を行って、その上で水をつ

くる上にいかほどの金がかかるかということを出しまして、そして水道料金をつく

っていくという話になります。 

 今の低減化装置なんですけれども、今おっしゃったように、非常に美東の一部、

それから秋芳の一部は高うございます。美祢地域の上水道につきましても、平成

８年に低減化装置を稼働させたわけですけれども、硬度が１６０余りあったものが、

現在、硬度が７０前後ぐらいに動いていると思います。ですから、半分以下に低減

をさせているということで、効果は大きなものがあるというふうに思っております。 

 ただし、これも今、質問の中でおっしゃったけれども、これを設置するに当たっ

て、平成８年の段階で１億６，０００万円程度事業費がかかっちょるということ。

それから、低減化装置を稼働させる上において、年間数千万円のコストがかかると

いうことがあります。ですから、それを水道料金の、水の生産コストにはね返って

まいりますので、今の美東なり秋芳の低減化装置につきましては、今回の水道料金

を統合させる上において、いろんなシミュレートをさせようと思っています。低減

化装置を設置をするコスト的に、現時点でいろんな技術も進んでおるでしょうから、

どの程度のコストがかかるかはっきりわかりませんけれども、それを設置した場合、

どの程度の水道料金にはね返ってくるかということも含めまして、シミュレートを

行いまして、いずれにいたしましても、健康には害がないというふうには言われて
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おります。水道水が硬度が高くても。ただし、今おっしゃったように、いろんな生

活をされる上において、風呂のボイラーが詰まりやすいとかいろんなことがあるで

しょう。ということで関係していると思いますので、その辺については十分理解を

しておりますから、今、申し上げたような形で、いろんなケース等をシミュレート

いたしまして、前を向いて検討させていただくということで、今はお答えをさせて

いただきたいと思います。水道料金の統合がありますので、それと併せた形でシミ

ュレートをかけさせます。それをもってまた私のほうから、もし設置をするようで

あれば、いつの時点でどういう形で設置するということを議会のほうにも投げかけ

をして、議員の方々の御理解も要りますので、これは水道料金にかかわる問題がか

かってきますので、そういうことで、市民の方にも御了解を得る必要がありますか

ら、その辺で御理解を賜りたいと思っております。これを置いておくという気はあ

りませんので。ということでお答えにしたいと思います。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 

○４番（髙木法生君）  ありがとうございます。今、市長さんがお答えになったとお

りだと思います。この装置はほんと多額の費用を要しますし、維持費もかかる。ま

た、土地を求めれば、それまで含まれるということになろうかと思います。また、

今年度は地方公営企業の全適となったということで、受益者負担で料金、先ほどお

っしゃったようにはね返ってくるということで、市民も負担増になると思うわけで

あります。今後、中長期的な計画も立てられると思いますけれども、料金改正を並

行して前向きに考えていただけばと、このように思っています。 

 そしてもう一件、課長さんにお伺いしたいと思うんですが、懸案でありました上

水と簡易事業との統合がなされた。そしてまた、上水と簡易水道が地方公営企業の

全適になったわけでありますが、水道法の改正によりまして、上水と簡水が統合を

図れないと、２８年度までに補助、簡易水道は国の補助があるわけですけれども、

これがこのたびの統合によりまして、補助につきましてはこのまま２８年度まで継

続するのか、その辺をお聞かせ願ったらと思っております。 

○副議長（布施文子君）  久保上下水道事業局長。 

○上下水道事業局長（久保 毅君）  それでは、髙木議員の御質問にお答えします。 

 簡易水道等施設整備の国庫補助制度のことだろうと思います。国の厚生労働省の

ほうで１９年に見直しがありまして、上下水道の統合可能な簡易水道については、
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補助の対象にならなくなるという、２９年度以降から補助対象にならなくなるとい

うことがあります。今回、美祢市の会計の統合前に統合計画というのを策定してお

ります。その計画では、会計をまず統合するということにしております。会計を統

合すれば、２８年度までは補助制度が使えます。ただし、２９年度以降はこの補助

金はなくなるというふうに聞いております。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  髙木議員。 

○４番（髙木法生君）  ありがとうございました。２２年度中に計画案を出されたと

いうことで、２８年度まで、２９年３月までは何と言うか、補助があるということ

のお答えだったと思います。美東町のほうはまだ七十数％ということで、未給水地

もまだ多いことから、ほかに老朽管の敷設替え等も多いかと思います。この補助が

あるうちにぜひ整備をしていただければと、このように思っております。 

 以上をもちまして私の全部質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（布施文子君）  それでは、この際、１時５５分まで、５分前に、２時から

始めます。５分前には御参集いただくようにお願いします。 

   午後１時４０分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後１時５８分再開 

○副議長（布施文子君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。三好睦子議員。 

   〔三好睦子君 発言席に着く〕 

○６番（三好睦子君）  皆さん、こんにちは。東日本大震災の犠牲者の皆さんに追悼

の気持ちと、福島の原発事故の一日も早い終息を心から願っています。日本共産党

の三好睦子でございます。今回導入された一問一答方式で質問させていただきます。 

 まず、農業で生計が維持できるための施策についてですが、美祢市の総合計画に

は五つの基本目標が掲げられています。この中の産業の振興、特に農業についてお

尋ねいたします。 

 この計画の中では、農林業は美祢市の基本産業の一つに位置づけられ、地域資源
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を生かして活性化していくこと、付加価値を創造していくことが主要な課題と明確

化されています。しかし、農業で生計が維持できないので、耕作放棄地が増えてい

ます。 

 これまで農業を担ってきた高齢者が現役引退をされる中で、今後誰が食料の生産

と農村を担っていくのかという問題は、ただ農家だけではなく社会全体が真剣に向

き合うべき課題です。そうした中で、高齢者や女性、専業農家や兼業農家など大小

の違いはあっても、さまざまな形態の農業を担っているのは家族経営農家です。こ

うした農家が自主的に参加される集落営農、農業法人で地域の農業の担い手として

重視されています。しかし、生産者米価が低迷を続け、他の農畜産物も生産者価格

の下落する中で、燃料や材料、えさ代の高騰が続き、農家の経営は悪くなるばかり

です。この状況を根本的に改善してこそ、担い手の確保や耕作放棄地の解消、地域

の農業の振興に展望が開けると考えます。 

 この打開策の中心は、生産コストをカバーする農産物の価格補償制度だと思いま

す。農家経営は、自然の制約を大きく受けます。従って、農産物価格を公的、政策

的に支えなければ再生産が確保できません。農産物の販売価格を一定の水準で維持

する価格補償は、販売量が増えるにつれて収入増に結びつく政策であり、農家の生

産意欲を高める上で決定的だと考えます。 

 この所得保障は、農産物の生産量や販売量とは関わりなく、一定の基準で農家の

所得を直接保障する直接支払いの仕組みで、国土と環境保全など農業の果たす多面

的な役割の維持、中山間地域など生産コストがかさむ条件不利地での営農の保障、

食の安全や環境にも配慮した有機農業の育成などにとっても必要だと思いますが、

市長さんのお考えをお尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  それでは、三好議員の、農業で生計が維持できるための施策

についての御質問にお答えをいたしたいというふうに思います。 

 これは午前中の安冨議員の一般質問の答弁とも重複をするところがあるかと思い

ますけれども、農業振興は機械なんか、それから補助制度、ハード面の部分と、そ

れからこのハードで整備された基盤を生かす担い手の育成とか、それから集落営農

をどうするかとかいうソフト面、大きく二つに分かれていると思います。 

 三好議員も御承知かもしれませんけれども、２０１０年の世界農林業センサスを
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見ますと、山口県の農業就業者の平均年齢は７０．３歳というふうになっておりま

す。これは全国で２番目に高いということで、個人農家などの農業形態も５年前と

比べますと１８．７％減少しておるということで、その農地の多くは大規模農家に

集まりつつあるということがわかると思います。 

 この担い手の増加、これはある程度あるわけですけれども、しかしそれ以上に全

体としての農業者の減少率が著しいということがあります。ですから、１０年後は、

現在の主たる農業の担い手でいらっしゃる方々、ほとんど６０歳代なんです。この

６０歳代の方々が１０年たちますと、よく言います後期高齢者というのがあります。

そういう年齢、世代になられるということで、農業を支えておられる方々が１０年

たつと今度は支えられる側になってくるという現状があります。ですから、農地を

耕作していただく方々を目指す、つくり出すというのは、喫緊の課題であるという

ふうにも思っております。 

 現在、日本の水田面積の４割が生産調整をされておるということですけれども、

人口減、それから米食の減ということで、それと戸別所得補償制度がありますから

米の価格は右肩下がりで、どんどん低くなっているということがあります。 

 現実的には米の値段が下がっておるということですけれども、戸別所得補償モデ

ル対策によりまして反当たりの３万１００円ですか、その支払いがあったというこ

とで、当面は経営に寄与しているということが言えるかというふうに思いますけれ

ども、農業機械の更新等はとてもそれではできないという状況であります。 

 また、戸別所得補償制度の見直し論ももう既に国のほうで出ているということで

ございまして、米価の下落から損益分岐点を前後しております米作専業農家の経営

も不安定になりつつあるということで、大変な状況がこれからもさらに大きくなっ

ていくんじゃないかというふうに思っております。 

 三好議員、今、ちょっとこれは私答弁があるんですが、これ皆しゃべっていると、

さっきから時計を気にしておられるんで、気にしておられることが私は気になるん

で、随分たくさんあって、いいですか、なるだけ丁寧にお答えしようというふうに

思っていますんで、いいですか。 

 そういうことを踏まえまして、市では従来から農業振興のためにできる限りの事

業を行っておることです。先ほど申し上げたハードとソフトの面、農業のハード面

については、着々と進んでおるというふうな認識があるんです。圃場整備、それか
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ら大規模の農機具の補助制度とかやっておりますので、その辺は進んでおるけれど

も、ソフト面の担い手が非常に先行き不透明な状況になっておるということです。

そういうことを踏まえまして、きょうの午前中の一般質問でもお答えしましたけれ

ども、集落営農に誘導していく必要があるということを強く思っております。 

 美祢市の農地面積が約３，９００ヘクタールあります。これも大きな面積ですの

で、土地利用型という言葉を安冨議員との答弁でも使わせていただきましたけれど

も、米、麦、大豆、これを中心に持っていかざるを得ないです、美祢市の農業につ

きましては。しかしながら、併せて労働集約型と言いますか、野菜、果物などの作

物の生産振興を同時に行っていくということで、国が今言っておられる６次産業化

などの付加価値をつけた農業に持っていく必要があろうかというふうに認識をして

おるところです。そのためにも集落営農、それから認定農業者の育成、それから集

落営農をさらに進めました集落営農法人化、そういうふうな体制づくりが急務であ

ろうというふうに考えております。 

 国は、先ほど申し上げた６次産業化の法律をことしの３月に施行しております。

しかしながら、法律は高い理念を持って施行されたんでしょうけれども、じゃその

６次産業化を農業者の誰が担っていくかという根源的なことに立ち返ってまいりま

すと、なかなかこれは難しいということなんです。 

 本市においても、先ほどから何遍も申し上げているけど、担い手が見えにくいと

いうことがありますので、何遍も申し上げるけれども、集落営農、それから認定農

業者、それから集落営農法人化するということは避けられない流れだろうと思って

います。先ほども家族農業というふうにおっしゃいましたけど、家族農業がほんと

は一番すばらしい実績だろうと思っていますけれども、もうそこに戻っていくこと

はできないんじゃないかというふうに今思っています。ですから、大きな家族とし

ての集落営農ということを進めざるを得ないということで、考えておるところでご

ざいます。 

 こういうことをいろいろ言いましたけれども、結論として申し上げれば、農家の

方々が、所得がそれに見合ったほど得られればほんとはいいんです。食料を生産す

るというのは、人間が生命として生きていく上において一番根源的な、大事な行為

だろうと思っています。しかしながら、その一番大事な根源的な部分に、一生懸命

やってもそれに見合ったほどの収入が得られないというのが、日本の農業の現状だ



- 51 - 

ろうと思っています。ですから、この部分が解消されない限り、それでなくても少

子化が進んでおるこの日本社会において、この農業を担っていただくということは

難しいだろうと思っています。所得、収入が少ない部分には、幾ら一生懸命になっ

ていただいても、生活ができないと、それに対する矜持、誇りですね。それもやっ

ぱり育たないと思います。ですから、自信を持って、誇りを持って、自分がやって

おることが日本の国の皆さんの生きる道、糧をつくって出しておるということを、

自信を持って言えないだろうというふうに思っていますので、ちょっと答えになっ

たかどうかわかりませんけれども、そういうふうな形で、今市の農業振興を行って

いるということで御理解をいただきたいと思います。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  農家は労働に見合った所得がないというので、どうするかと

いうのが一番のあれなんで、このたびもお尋ねをしているわけなんですが、この中

で、法人には５万円の支援が予算化されていますが、その後の設立された法人に対

しての経営安定にはどういう支援があるかお尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君）  お答えいたします。 

 従来、設立されておられる法人の支援につきましては、法人の協議会を市内

１３法人ございますが、その法人の協議会を通じまして、経営診断とかそういうい

ろんな支援を今行っております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  そこで、法人に入っておられない農家、そして特産物の農家

の支援はどうなのでしょうか。特産農家の支援と言えば、特産物、美東の場合はメ

ロンとかイチゴとか梨、西条柿などがありましたが、次第に少なくなってしまいま

した。こういった面で、特産物の保護も必要ではないかと考えます。 

 昨年、遅霜による梨、西条柿などで被害がありました。特産品に対する価格の補

償や農業機械、施設、資材等に対する支援がないと、特産品は維持できなくなるの

ではないかと思いますが、どうなのでしょうか。お尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君）  只今の御質問にお答えいたします。 
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 確かに農業法人等につきましては、ある程度の補償制度がございます。しかしな

がら、その中でも今年度より実施いたします農業者戸別補償制度、この中におきま

して、このメニューの中で産地資金交付金というのがございます。この中で、水田

活用作物助成ということで、三好議員言われましたように、柿とか果樹関係、こう

いうものを栽培した際には、１０アール当たり１万円という助成金がございます。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  それってことしから始まった農家戸別所得補償のあの分でし

ょうか。はい。そして次にいきます。 

 次に、農業振興計画の策定状況についてお尋ねします。美祢市は典型的な中山間

地域農業で、地形的にも条件がかなり悪い地域において農業が営まれています。農

業の収入、生産額は約４３億円で、過去１５年間でおよそ３０億円も減少しており

ます。この減少の原因として、米価の低迷にあると思います。 

 こうした面で、美祢市は稲作が基幹作物であり、米の持続的、安定的な生産が、

美祢市の農業の将来を左右すると言っても過言ではありません。言いかえれば、こ

れからも稲作農家が減少していき、農地がどんどん荒れて荒廃が進んでいくという

ことになりますと、地域資源の活用はもとより、活気のないまちになってしまいま

す。市民の生活環境にも大きく影響してくるのではないでしょうか。そうならない

ためにも、水田を始め地域資源を生かした地域農産物の生産拡大をどのように実現

していくかという指針や実践手段を明確にすることが大事だと考えます。 

 そういった面で、これからの美祢市の農業振興計画の策定について、どのように

考えておられますでしょうか。また、策定されておられるならば、その内容をお尋

ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  農業振興計画、大事なものだというふうに思っています。基

本的には、三好議員、いいですか。美祢市総合計画があります。その中で、農業、

農政のあり方、進むべき道というのは、大きな部分ではそちらのほうに記載をして

おります。しかしながら、農業問題、農業の振興に特化した計画書というのは、必

ず必要だろうと思っています。 

 しかしながら、御承知のように、今、国です。農政──それも先ほど申し上げま
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したけども、安冨議員の質問のときに。日本の農業政策そのものか非常にぶれにぶ

れてぶれてきているということで、「猫の目農政」という言葉を使わせていただき

ましたけれども、ほんとにありどころ、おりどころが、先が見えないんです。象徴

的なのがトランスパシフィックパートナーシップか、俗に言うにＴＰＰと言います

よね。環太平洋の経済協力協議会かなんかと訳すでしょうけれども、これについて

も、この６月だったかな、７月だったかなぐらいまでにめどをつけるという話だっ

たけれども、震災もありましたし、結局これも棚に上がってしまってどこにいくか

わからないということで、日本の食料の自給率をどうするのか。また自給率をどう

するんであれば、それをどの部分を日本の国内で担うのか、外国から入れていくの

か、その根源的なことすらもまだわからない、五里霧中の段階です。 

 各地方自治体、特に基礎自治体の農業振興計画というのは、基本的に日本の国の

農業方針に沿った形でやらざるを得ないという部分があります。国策の部分に入り

ますから、食料政策ですから。ですから、その部分が明確に国が示していただかな

いと、農業振興計画を今つくれない状況が続いておるんです。ですから、その辺が

明確に出していただけたら、すぐにでも農業振興計画をつくりたいと思います。だ

から、根幹としての国策としての日本の農業のあり方をいち早く示してもらいたい

というのが、全国の自治体の長の思いと思います。ということです。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  先ほどＴＰＰの問題で、国は農政が揺れているから立てられ

ないと言われましたが、国の２０１１年の国の予算では、ＴＰＰを導入した予算が

されています。ほんとにいけないことだと思います。穀物の価格が過去最高に更新

して、世界の食料需給が逼迫する中で、食料がほんと世界的危機になっています。

食料の外国依存はいよいよ明らかです。食料の外国依存はもうやめて、食料自給率

の向上の農政に確立するためにも、ＴＰＰには参加しないように国に求めていかな

くてはなりません。 

 また、農地の有効利用、荒廃農地の復旧、遊休農地の再生のために、近隣の市や

市内の方で、非農家の方で野菜がつくりたいなど、つくりたいが農地がないといっ

た方、そして定年で農業をしてみようという方たちに農業を進めることも大事だと

思います。市民の農園の取り組みとかはどうなのでしょうか。市民農園をつくって

みてはどうかという案ですが、この取り組みについてお考えはどうでしょうか。お
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尋ねをいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  三好議員、市民農園というのは、ある意味農業本来のものと

はちょっと違うわけです。例えば、都市部に住んでおられる方々が田舎生活を楽し

みたい。具体的に言えば団塊の世代で退職を迎えられた方が、スローライフを楽し

みたいということがあろうかと思います。地方に行かれて、そこで家を借りられた

り買われたりして、わずかでもいいから農業体験をしてみたいという方がいらっし

ゃるでしょう。そういう方々をターゲットに、実は美祢市には市民農園がありまし

た。現実にそれをお貸しをしておったんですが、利用率が非常に低いということで、

私が今やっておるのは、空き家バンクというのは御存知でしょうけれども、土地つ

き家つき農地つきということで、農地を合わせた形で空き家を御提供申し上げるの

で、どうぞ美祢市にお住みになりませんかということで、定住促進策をとっており

ますけれども、来福台の住宅団地をつくったときに市民農園を併せて、似たような

考え方でやっております。現状はなかなか厳しいということで、きょうは田邉議員

がおられないな。猿ですね、よく猿のことをおっしゃるから。猿が随分出るという

ことで、その辺も影響しているようで、なかなか市民農園の維持が難しいというこ

とがあるようで、ちょっと具体的なことについては担当のほうから答えさせましょ

うか。いいですか。どうしましょうか。（「お願いします」と呼ぶ者あり）じゃ、

そういうことで。 

○副議長（布施文子君）  秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君）  お答えいたします。 

 来福台のところへ三、四十区画ありますが、なかなか利用率が悪いということで、

市長さんが言われたとおり、猿等出るんですが、利用率が悪いということで、こと

しはもう閉鎖の計画をしております。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  来福台は住まれている方が若い方だから、利用率が悪いのじ

ゃないでしょうか。利用されている年代はどうなのでしょうか。お尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君）  お答えいたします。 
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 利用者の年齢等ちょっと把握しておりませんが、やはりお年を召した方が多ゆう

ございます。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  私思うんですけど、農業が進んでいくには、非農家の方が農

村に来て、お年寄りの方が手は出さずに口を出すと。そういったので都市の方と農

村の交流ができるということで、そういった面でせっかく来福台にできているので

しょうが、そういった地域とのコミュニケーションというんですか、それがないか

らではないかなと思うんですが、そういった取り組みも必要ではないかと思います。 

 そして、３番目にいきます。農家の戸別所得保障制度の活用と取り組みについて

ですが、この２年間、生産者米価が６０キロ当たりで９，０００円になりました。

この価格では到底再生できる価格ではないのです。農業者の経営が急激に悪化して

農業の担い手の確保はもとより、米の持続的な生産への意欲さえ失われている厳し

い状況があります。この厳しい稲作経営を改善していく対策に緊急性が求められて

います。政府は農政の大転換と称して、昨年より食料自給率の向上と経営改善によ

る食と地域の再生を目指すとして、導入されたのが戸別所得保障モデル対策ですが、

これは先ほども説明がありましたが、この農業者への周知とこれからの推進につい

て、その取り組みをどうされるのかお尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  三好議員、この戸別所得補償制度は、現下の農家の方の所得

をある程度維持させるという意味では、意味があると思います。しかし、反面、米

価の下落を招いておるというふうなこともあるということもあるという表裏一体の

部分がある。そういう面がそのことを踏まえた上でお話をしたいと思います。 

 本市は、この戸別所得補償制度にかかわる該当される方が、２，１４９名いらっ

しゃるということです。加入者数が２，１２１名ということになっておりますので、

この加入率は９８％ということです。具体的な交付額につきましては、交付金が固

定部分として１０アール、だから１反当たり１万５，０００円、所得変動部分とし

て１０アール当たり１万５，１００円、合計で１０アール当たり３万１００円の交

付となっているところでございます。最終的に、年間で美祢市で交付している金が

かなり多いんです。５億３，２００万円のお金をこの戸別所得補償制度で交付をい



- 56 - 

たしております。 

 現在、この戸別所得補償制度があります。ありますのでそれを利用させていただ

いて、市内の農業者の所得の維持と言いますか、それに活用させていただいており

ますけれども、今後、この戸別所得補償制度がどうなるか、それこそ農政の根幹に

かかわる問題ですので、その辺がまだわからないということですので、当面あるも

のについては利用させていただくということで今はいっておるということで、御理

解をいただきたいと思います。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  私も戸別所得補償については喜べないところがあります。と

いうのもＴＰＰの導入を視野に入れた政策の一環だと思います。こういったことな

んですが、生産者米価を上げてくれたほうが、ほんとに農家にとってはよいことだ

と思います。 

 そこで、この制度のねらいである麦と大豆の生産拡大や経営改善の効果というの

は、どのようなことが上げられるのでしょうか。麦や大豆の生産拡大と経営改善の

効果についてお願いいたします。 

○副議長（布施文子君）  秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君）  戸別所得補償によります麦、大豆等への支援とい

うことでございますか。 

 それにつきましては、麦、大豆につきましては、産地資金の交付金という助成が

ございまして、大豆につきましては、特定農業法人につきましては例えば３万５，

０００円の交付ということになっております。認定農業者につきましては、これが

２万円になるということです。そういう若干の優遇措置などをしております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  通告表の４番として、担い手の育成と確保の具体的な政策に

ついてお尋ねいたします。 

 ２０１０年の農業センサスによりますと、美祢市の農家戸数は、過去１５年間で

小規模な農家を中心に約１，０００戸が減っています。先ほど答弁にありましたが、

農家の平均年齢が７１歳です。農業者が過去１５年間で１０歳も高齢化していくと

こを見ますと、農業の後継者、担い手がだんだんいなくなるということを示してい
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ると言えます。 

 このことから、現在の美祢市の水田農業は、高齢者が農業に従事できなくなると

いったことが、農家の減少の確実な減少にあらわれています。そして、この引き受

け手がない場合は、不作付とか耕作放棄地とかの発生する状況になってしまいます。

そこで、総合計画では、認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の担い手の数を

平成２６年までに１８９と、約５０団体を増加していくと設定されていますが、こ

の達成に向けて目標数、どのような対策を講じられるのでしょうか。お尋ねいたし

ます。 

○副議長（布施文子君）  秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君）  担い手の育成確保の具体策についての御質問にお

答えいたします。 

 新規就農者が新たに営農を始める際や、農業法人が生産拡大などを行う際に必要

とする資金の手当てなどの施策、それから資金面からの支援、新規就農者の土地借

り入れに対して借地料を補助するなどの施策を行っております。 

 また、担い手の確保につきましては、県、市、農協などで構成される農業振興に

関する農業改良普及協議会や、農林業農山村振興協議会での啓発活動や研修会の開

催、相談窓口の開設など、幅広い支援を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  ありがとうございました。ことしから導入された環境保全型

農業直接支払い支援対策は、農業法人に加入していない農家の支援が大切になるも

のかと思いますが、この周知徹底や指導はどのようにされているのでしょうか。 

○副議長（布施文子君）  西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君）  只今の御質問にお答えいたします。 

 その制度につきましては、６月１日の広報、市報におきましてお知らせという形

で掲載のほうをさせていただきました。それで、応募者につきましては、１名ほど

ありましたが、その方に対して今審査中というところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  これは反当たり８，０００円ほどの支援があるので、やはり
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環境保全のためにも指導がいるのではないでしょうか。いきなりはだめなんですね、

これが。稲作を植える前に、レンゲかなんか植えていなければいけないと。それか

ら、エコファーマーの認定を受けておかねばいけないとかたくさんあるので、そう

いったことをやはり知らせていく必要があるかと思います。 

 今の消費者のニーズはほんとに安心・安全な食料、また無農薬か低農薬、減農薬

で化学肥料を使わない有機肥料の栽培がほんとに求められています。こういった有

機野菜でまちおこしをしたいと考えております。１０日にも述べましたが、こうい

った有機野菜の農家レストランなどで、美祢市を活性化させていきたいと考えてお

ります。 

 ５番目として、市内で消費する市内の生産──市内で使われる──つまり地産地

消ですが、この具体的な施策についてお尋ねいたします。 

 一番手っとり早いと言ったら失礼ですけど、一番たくさん地産地消に向けて前に

進むということができるというのは、直売所に農産物を出すことと、学校給食の食

材を使うことだと考えます。地産地消が言われていますが、ほんとに地場の農産物

の学校給食での使用比率の向上のためには、どのようなことが必要だと思われます

でしょうか。 

 以前にも学校給食では質問しましたが、お米に対しては１００％だと言われまし

た。それからホウレンとかの食材については、ちょっとパーセントを覚えていませ

んが、取り組んでおられるようでしたが、なかなか難しいということで、この地産

地消に向けた取り組みの課題と言うか、どういったことがあるのでしょうか。これ

は学校教育でしょうか。お願いいたします。 

○副議長（布施文子君）  永冨教育長。 

○教育長（永冨康文君）  いきなり質問を受けまして、ちょっと考えているところで

ございますけれども、学校給食におきまして地産地消の取り組みを進めるというこ

とが大切であるがというふうな御質問だと思いますけれども、基本的な立場で、学

校給食の食材の調達等について考えますと、申すまでもありませんが、市場経済の

もとにあるわけでございますので、消費者のほうはよりよいものをより安いところ

から購入するというふうなことであろうかと思いますし、生産者のほうは、より高

くたくさん売りたいというふうなことであろうと思います。その需給関係の中で価

格が決まっていって、売買が成り立っていくということであろうかと思います。そ
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れを通して社会全体の利益が増進されていくということであろうかと思います。 

 そういう点では、給食の食材につきましても、ちょっと誇張があるかもしれませ

んが、世界各地から求めているというところもあるかなというふうな気がしてござ

います。しかしながら、給食につきましては、食材が旬のものであると言いますか、

新鮮であると言いますか、おいしいものであるというふうなこともまた、考慮に入

れなきゃいけないかなというふうに思うところでございます。よくフードマイレー

ジといいますか、なるべく近くから新鮮なものを調達する。そして、安全・安心を

確保するというふうな点もあろうかなというふうに思っているところでございます。 

 ただ、そうは申しましても、地産地消を進める場合には、必要な量が必要なとき

に必要な量だけ安価に手に入るかどうかというふうな、そういうふうな問題もある

かというふうに思います。農産物と言いますのは天候に左右されることもあります

ので、十分に必要なときに確保できるかというふうな問題もあるかと思います。献

立はかなり前に作成をしまして保護者等に配付しておりますので、そのときに必要

な量が安価に手に入るかというふうな問題もあると思います。また、販売するほう

につきましても、給食費という制限がありますので、高いものは買えませんが、し

かしながら販売者につきましては、より高く売れるところに売りたいということも

あるかもしれません。そういう点では、地産地消ということは、非常に大切でござ

いますし進めていきたいと思いますけれども、いろんな課題もあるということも事

実だろうかなというふうに思っております。 

 そういう中でありますが、やはりおっしゃいますように、地元産の食材を購入す

ることで地域の農業の振興あるいは地域おこしと言いますか、そして子供たちの給

食をよりおいしい安全なものを提供するというふうな趣旨に沿って、そういうふう

なものが提供できるように、関係機関ともさまざまな情報交換をしながら、そして

そういうふうな食材が提供されるような、そういうふうな体制ができ上がれば、給

食調理場におきましても、そういうものを積極的に購入して活用していきたいとい

うことになるかと思います。そういうふうな立場であろうかと思います。 

 いずれにしましても、農産物のそういうふうなミスマッチがないように、お互い

に情報交換をしながら、地産地消が進んでいくように取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 
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○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今、ご指名がありましたんで、教育関係の給食については、

教育長が今お答え申し上げたとおりですが、三好議員、地産地消地産地消と言うで

しょう。意味がよくわかります。その地元でとれたものを地元で食べようというこ

とです。それはわかりますよね。今、教育長がお話したように、新鮮なもの、安全

安心なものを地元で消費しようということですが、ただし、これも教育長が今申し

上げた学校給食の関係で。しかしながら、消費者というのは安いものを一方では求

めておるということです。 

 この地産地消の地という言葉を置きかえてみたらよくわかるんです。美祢産美祢

消、山口県産山口県消費、大きく言えば日本産日本国消費まで持っていく覚悟があ

って、地産地消という言葉を言っておるかということです。 

 食料自給率の問題にかかわってくる、ＴＰＰの問題にもかかわってくるんですが、

国民が、日本産がおいしい、安全である。だから日本産品を食べたい。そのかわり

少々高くても日本で生産したものを誇りを持って日本人が食べていこうという覚悟

ができるんであれば、本来の私は地産地消であろうというふうに思っています。 

 ただ、今、地産地消という言葉がひとり歩きして、いかにもきれいごとな言葉で

走っていますけれども、国がこの地産地消という言葉を言い出されたときに、そこ

までの意図があるかどうかはわかりません。ただそれだけです。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  私もこの地産地消については、余り言葉だけがひとり走って

いると思いました。そして、それなので市内で消費するものは市内で生産をすると

いう形を思っております。そして、安全な食料ということについては、やはり子供

たちに安全なものを食べさせたいという気持ちがあります。それで、学校給食の現

場でやはりそういった地元の、美祢市のものを学校給食に使うという点で、献立と

かを言われました。この面について、給食の現場と農業生産者や農協、そして教育

委員会との緊密な連携が必要だと思います。献立を立てるときに、野菜の作付の量

や種類など、年間を通じて念入りな検討で栽培計画などを進めて、この美祢市の農

産物を美祢市で消費でいくというふうに進めていきたいと思います。 

 先ほど価格のことを言われましたが、私は思うんですが、安いもの、これはたと

えが悪いかもわかりませんが、少しは安心安全なものを食べて病院にいかないのと、
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少しは安くてもいいからと思って体を壊すのとの差ではないかと思いますが、やは

り健全な心と体はやっぱり食育にあるのではないかと思います。給食費が上がると

いうことも言われたような気がしますが、やはりそういった人間の安全なものを食

べていくということについては、やはりそういった面で食育ということがほんとに

大事になるかと思います。 

 そこで、教育現場で特に食育の推進に当たっては、学校給食と併せて学童農園等

の体制が効果的だと思いますが、美祢市内の小学校や中学校で、このような子供の

農園が整備されているのでしょうか。体験の農業というのは聞いておりますが、こ

ういった農園としてあるかどうか、そしてその設置や費用を含めて、どのように運

営されておられるのか、もしもあれば実態をお尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  永冨教育長。 

○教育長（永冨康文君）  美祢市の学校におきます学童農園についてのお尋ねでござ

います。 

 学童農園と言われますのは、何をお考えなのかちょっとわからない部分もありま

すけれども、小学校等におきましては、特に子供たちが学校の敷地内で、１人が例

えば１区画の土地を分配されて、そこで野菜をつくったりというふうなことをして

いるところもございますし、学校全体で例えば梨の栽培活動に携わったり、そして

その収穫を味わったりとか、あるいは稲作でございますが、田植えをしてその収穫

をして、場合によっては餅などにして食べたりするとういうふうな、そういうふう

な活動をしているところはかなりあるというところでございます。 

 ただ、その活動につきましては、あくまでもこれは教育活動の一環でございます

ので、そのような栽培活動を通しそれを食することで、命をいただいたことに対す

る感謝の気持ちとか、あるいはそういうものを育てることに対することで思いやり

の気持ちをはぐぐむとか、あるいは一つのことを長く取り組むというふうなそうい

う力とかいうふうなもの、あるいは働くこと、あるいは農業に対する理解とか、い

ろんなことを学べるようにというふうな機会にしているわけでございますので、学

校で食料生産をして、それを例えば食材として確保するということは目指している

ようなものでは全くございません。あくまでもそういうふうな、教育活動の一環と

して多くの学校でそういうふうな栽培等に取り組んでいるというところでございま

す。 
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 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  私としては、先ほど述べましたように、市民農園のような感

覚で、子供たちがつくって農家の方が手伝うというような感じで思っておりました。

詳しいことはまた御相談にも行ったりしたいと思っております。 

 次に、災害に強いまちづくりについてお尋ねします。 

 市長さんは昨年と一昨年の災害を受けて、２３年度の重点目標として、災害に強

いまちづくりを掲げられました。昨年の水害で、間一髪人命を救助された消防隊員

の方の、自分の危険を省みずに勇敢に行動されたことは、私たちの記憶にも残って

いるところです。使命感に燃えた隊員と地元の消防団員の活躍があるからこそ、私

たちの日常、昼夜の生活の安心があるのであって、心から感謝しております。 

 実際、水害や火災などの災害が起きたとき、住民の情報や地理に、だれがどこに

おってとか、何歳ぐらいの高齢者の方がおってよとか、障害の方がおられるとかい

ったそんな情報や、地理に詳しい地元の消防団員の方の活躍で、災害が最小限に抑

えられたという事例はたくさんあります。住民の安心・安全、そして命と財産を守

るという今の消防体制を維持していただきたいのです。 

 今後、美祢市における消防団の統廃合の計画はないと信じますが、もしそうした

計画があれば教えていただけますでしょうか。 

○副議長（布施文子君）  坂田消防長。 

○消防長（坂田文和君）  お答えをいたします。 

 消防団部隊の統廃合についてでございますが、現在、強制的に統廃合する計画は

ございません。しかしながら、消防団部隊のほうから積極的な要望、または部隊運

用が難しいという意見等がございましたら、統合に向けて話し合いをすることにし

ております。そうしたときには、消防力を極力落とさない、そして地元の住民の方

の理解を得られることが重要だと思っております。 

 美祢市消防団は、機能別消防団を中国５県に先駆けて導入しております。これに

よりまして、二つの組織を増やしております。これからも消防団組織の運用につき

まして、積極的に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 
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○６番（三好睦子君）  ありがとうございました。 

 次に、地震対策についてお尋ねいたします。地震については、地震ハザードマッ

プも策定されております。これを見ますと、避難地である学校や公民館が揺れやす

さのレベルがピンクで高くなっております。これらの公共施設の耐震化を検討され

ているかどうかお尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今、三好議員がお手元で開いていただきましたけれども、地

震ハザードマップ、昨年つくりまして、全世帯に配布をさせていただいたものです。

これを発行した時点では東日本大震災はまだ起こっておりませんでしたので、やは

りこういうものはきちっとおつくりをして、市民の方にお示ししておくことはほん

とに大事なことだなというふうにかえって思ったものです。 

 今、耐震性の公共施設についてどうしておるかということでしたけれども、これ

から逐次耐震性を高めていこうということを考えております。ただし、この美祢市

においては、非常に全国的にもまれなぐらい地震が少ないところです。有史という

言葉を使えるぐらい、記録に残っている、人間が記録を残しておるものから判断を

いたしますと、美祢市は日本の中でも、また山口県の中でも非常に地震が少ないと

ころというふうに考えています。それでも、しかしながら、東日本大震災でも想定

外という言葉が使われましたように、この美祢市でも想定外が起こるかもしれない

ということを大前提に、政策、施策をやっていく必要があると思います。 

 そのまず第１に、我々市民にとってとても大切である子供さん方を安全にお育て

申し上げるという意味からも、今、学校の耐震化等を逐次やっておるということで、

ことしも大嶺中学校をやりますけれども、大変大きなお金がかかりますけれども、

学校の、子供さんをお預かりしている施設から優先的に耐震工事をやっていきたい

というふうに思っております。 

 それから、一般住宅に関しましては、美祢市住宅建築物耐震化促進事業補助金と

いうのがございます。この要綱に基づきまして、耐震診断や耐震改修に要する費用

の一部を補助する制度を設けております。これによって市民の皆様の地震に対する

安全性の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。あと持ち時間が２分ばかりでございますので、
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手短にお願いします。 

○６番（三好睦子君）  ２分でおさえます。 

 次に、最後の質問になりますけど、情報伝達機能がことしも梅雨の時期を迎えま

して、大雨にならないことを願うばかりですが、避難のときの情報伝達機能は適切

かどうか、昨年のことを踏まえて、ことしはどのような対策が講じられているのか

お尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  言われましたね。時間がない。今の防災の通信設備のことで

すが、防災行政無線につきましては、市庁舎などに設置される基地局と、それから

庁用車に搭載される移動局からなる移動系無線、それから市役所本庁、各総合支所

には山口県防災行政無線設備が整備されております。それと、本庁と各総合支所間

のみならず、県や各市、町とも、広域な災害が多いですから、無線による通信が可

能な設備を整えております。 

 また、市民の皆様には、現在主に有線告知放送を活用して、災害時の情報提供を

行っております。ほかに、さらに希望者に対しましては、気象情報や避難情報を初

めとする市民の皆様の安全・安心にかかわる情報をメールでお知らせをいたします

美祢市安全・安心メールを配信をするということ、これを整備いたしまして、今月

の１５日号の市報でこのことの加入登録の御案内を掲載をいたしております。です

から、ぜひとも市民の方は、今月の１５日号の市報を見ていただきまして、確認を

していただきたいというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、いつどこでも災害が起こり得るということを、また

我々は昨年の７月に大きな豪雨災害を受けておりますので、そのことを常に肝に命

じて、災害に強いまち、市民の安全・安心を守っていく市ということをやっていき

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  大変ありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（布施文子君）  それでは、この際、午後３時１５分まで休憩をいたします。 
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   午後３時００分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後３時１４分再開 

○副議長（布施文子君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。岡山隆議員。 

   〔岡山 隆君 発言席に着く〕 

○２番（岡山 隆君）  皆さん、お疲れさまでございます。一般質問最後の質問者と

なりました公明党の岡山隆でございます。終わりよければすべてよしということで

あるように、皆さんにお役に立てる、内容のある一般質問を心がけてまいりたいと

思います。 

 このたびの一般質問では、質問者が１０人、二けた台ということで、非常に私は

質問者が多いということは、ほんとに喜んでおります。これが例え美祢市議会議員

選挙があろうがなかろうが、常に１０人程度はしていくことが市民の皆様の御意見、

御要望を受けとめていけば、常に１０人程度の質問が出てくるんじゃないか、その

ように思っているわけでございます。 

 前置きはこの程度にしまして、まず初めに、美祢市環境衛生の取り組みは大丈夫

かについて質問いたします。 

 環境衛生につきましては、ＷＨＯ世界保健機構によると、私たちが心身ともに健

康的で快適な生活を営み続けるために、さまざまな原因により、健康上もたらされ

るそういった危害を防ぐために、施さねばならない施策であると言っておるわけで

あります。そういった施策を施すのが行政の役割であるわけであり、衛生施策のそ

のほとんどが環境衛生の分野と言われております。 

 今回は、そういった意味におきましては身近な環境問題の中から、ごみ問題に焦

点を当てていきたいと思っております。それで、いわゆるごみは、工場や事業所等

から排出される産業廃棄物と、家庭等から排出される一般廃棄物の２種類に分けら

れます。これは皆さんも御承知のとおり。環境白書（平成１８年）によれば、我が

国は産業廃棄物として年間４億トン以上、それが最終処分で埋め立てるのはその約

６％の、それでも２，５００万トン、そしてまた家庭ごみとしての一般廃棄物は年

間約５，０００万トン排出されているということで、普通石油タンカーで５０万ト

ンのタンカーで、世界で一番大きなタンカーですけれども、その１００倍という、
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それだけの家庭から出るごみというものがたくさんあるということが、こういった

ことからわかってくるわけでありますけれども。 

 我が国のごみ問題は、明治３３年にこの汚物掃除法が公布されて、汚物掃除が市

町村の義務となってより、種々の変節を経て、現在は平成１２年に制定されました

循環型社会形成推進基本法に見られるように、極力ごみを出さない社会づくりを目

指した活動ということで、エミッションゼロ、排出ゼロ運動へと運動が推移してお

ります。特に、３Ｒについてリデュース廃棄物の抑制、リュース再使用、リサイク

ル再資源化ということで、さらには日本のもったいない精神を広める、こういった

キャンペーンなどが行われているわけでございます。 

 そういった中で、毎日家庭から排出されます一般廃棄物であるごみには、さまざ

まな種類があるわけでありますけれども、近年、全国で出るごみの量は増加傾向に

あり、ごみ問題は、今や数ある日本のこういった環境問題の中でも大きなウエート

と言いますか、問題となっているわけであります。中でも、生ごみを始めとした台

所から出るごみや紙類、食料品、残飯です。そういった食料包装のパックなどプラ

スチック類がその大部分を占めているわけであります。 

 美祢市ではこの生ごみや、紙類などは業者の回収車によって、カルストクリーン

センター処理施設に搬入しております。そこでこういったまた空き缶や古紙などは

資源ごみとして自治体によって指定された業者によって回収されまして、資源化施

設に運ばれて、再資源化されている状況となっています。今や、あらゆるごみを減

らして、捨て方を工夫することが求められており、私たちの生活習慣を一段と工夫

することが求められている、こういった省エネルギー対策が非常に重要になってき

ているわけでございます。 

 美祢市ではこういった家庭ごみ、特に生ごみの処理に大量のエネルギーが使われ

ている現状に視点を当てて、各家庭が生ごみの堆肥化等に取り組むことが、省エネ

ルギーにつながるという考え方を市民に普及啓発していこうということについて、

先日の５月２６日の美祢市の環境衛生推進協議会総会で確認したところであります。

これについては、私も地元地域にあって区長をさせていただいておりますので、そ

の会員の１人としてこの５月２５日、秋吉公民館でありましたこの総会に出席させ

ていただきました。しっかりと講師の話も聞きまして、今回、美祢市ではこういっ

た平成２３年度美祢市環境衛生推進協議会市総会資料として配布されているわけで
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ございます。 

 そういったことで、その中で省エネルギー普及啓発として、段ボールコンポスト

モニター事業がこの中に書いてあります。非常に私は、大変によい事業だな、この

ように思っておりまして、そこで村田市長にお尋ねいたしますが、どこまでこの段

ボールコンポストの事業を本気で進められようとしているのか、最終的に生ごみの

段ボールコンポストによる堆肥化については、美祢市における１万１，６９０世帯

のうち、どの程度まで推進されようとお考えなのでしょうかということであります。 

 私は、そのうち３割か５割の世帯が、継続的にこの段ボールコンポストによる堆

肥化を実用化できれば、もう大成功と私は思っております。村田市長の、今後この

段ボールコンポストの活用によって堆肥化を進めて、生ごみをほんとに減らしてい

く、こういったことを村田市長のこの決意のほどをお尋ねいたしまして、まず第

１回目の質問といたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  それでは、岡山議員の御質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

 決意のほどを申し述べる前に、なぜ段ボールコンポスト事業を取り組むようにし

たかということを、ちょっとお話をしておきたいと思います。今、岡山議員が御質

問の中で触れられましたけれども、家庭ごみのことをおっしゃいました。一般廃棄

物として。実は、岡山議員御承知のように、この美祢市のごみの処理場、これにつ

きましては岩永にありますけれども、カルストクリーンセンター、ＲＤＦです。こ

れは火を使わずに、基本的に、焼却せずに固形燃料をつくるという仕組みの施設で

す。 

 このＲＤＦをつくるということにおいて、家庭の生ごみが非常によくない影響を

与えているということを、まずお話をしておきたいと思います。 

 現在、年間、岩永のカルストクリーンセンターに持ち込まれますごみの量が約７，

０００トン、このうちにどの程度生ごみが入っているかというと、実に４割なんで

す。４割が２，８００トンですか、生ごみということです。また、その生ごみの中

に占める水分の割合、これが実に７割ということです。ですから、７，０００トン

入ってきて、そのうちの実に約２，０００トンが水分、水ということがあります。

この全国にあります今の固形燃料化施設につきましては、実はこの水分の処理が大
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変な大きな課題になっておるということです。これは美祢市においても同じという

ことです。また、ごみは増えているということで、大きな社会問題化しているとい

うことです。 

 この生ごみについては、例えば輸送、これＲＤＦをつくる段階で水分量を飛ばさ

なくちゃいけませんので、これにちょっと火を使いますけれども、多くのエネル

ギーを費やすということです。ですから、家庭で出される生ごみをどうにかサイク

ルをさせて、施設のほうに持ち込まない、持ち込む量を減らせる方法はないかとい

うことに立ち至ったのが、段ボールコンポスト事業に立ち至ったということです。

これはことしやるようにしています。 

 先ほど美祢市環境衛生推進協議会のお話をされましたけれども、こちらのほうの

御協力を得まして、モニタリング事業をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。このことをもって、実をいうと生ごみをリサイクルさせるという行為です。

美祢市内で。堆肥化しますので。これが全国に誇れるほどの美祢市民のライフスタ

イルになってもらいたいというのが私の願いです。 

 ですから、今おっしゃった決意のほどということですけれども、ことしをこのモ

ニタリング事業の実績、どの程度効果があるか、また実効性があるかということを

確認をさせていただきたいと思います。それをもって今後全世帯に広げていくのか。

地域特定からまず入っていくのか。いろんな段階があるかと思いますけれども、今

回のモニタリング実験を経まして、今後の方向づけを明確にしていきたいと思いま

す。 

 いずれにしましても、リサイクルをしていくということは、きのうから一般質問

の中でいろんなお話が出ましたけれども、地球環境に優しい人間としての生活を営

んでいくというのは大きな流れになったと。特に、日本国民にとってこれは大きな

命題になったというふうに思っていますので、その一環としてもとらえております。

ですから、この段ボールコンポスト事業については、鋭意取り組んでまいりたいと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  今、市長のほうから、とにかくごみを全般的に減らしていか

ねばとならないということで、もう大量のエネルギーを浪費する、時代を転換しな
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ければならない。もう環境負荷を低減していこうと。そのための段ボールコンポス

ト事業、モニター事業だということを今、説明を受けました。とにかく今、私も含

めて、今、時代はなんでも使って捨ててしまうと言うか、私たちの生活のこういっ

た習慣スタイルを、ほんとに変えて見直していかねばいけないと思っています。そ

れを各個人でやれと言うても、行政がまず指導してリードをしないと、なかなか個

人ではできないかなという思いがします。 

 そういった面で、今後、段ボールコンポスト事業ですけれども、そういった中に

微生物が入っている土地を、その段ボールコンポストの中にやっぱり入れなくちゃ

ならない。そして生ごみを入れていって、そして堆肥化していくという形になると

思います。非常に生ごみの水分、もう７割、８割水分がありますので、これによっ

て堆肥化していけば、ほんとに少しの畑があればそれにしっかりとまいていくと。

普通、２０から４０キロの堆肥なんかを購入するとやっぱり四、五百円かかる。そ

ういった中で、今回そういった微生物の入っているそういったものを、今後段ボー

ルコンポストの中に入れなくちゃならない、段ボールコンポストの中にただごみを、

入れたって何もなりませんから、お金がやっぱり要るわけです。だから、そこの土

壌と言いますか、微生物を含んだそういったものというのは、今後モニター事業と

してやるけれども、その値段と、今後そういったものは個人がお金を払って買わな

くちゃならないんか。その辺について、どういった今後モニター事業、非常にいい

ってわかったならば、その辺のところについてはどのようになっているか。その点、

ちょっと再質問したいと思います。 

○副議長（布施文子君）  佐々木生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（佐々木郁夫君）  それでは、お答えをいたします。 

 まず、そもそも段ボールコンポストというものはいかなるものかということから

御説明を申し上げます。 

 段ボールコンポスト、文字どおり段ボール、入れ物は段ボールのようなものを使

ってということで、その中には、通常今言われておりますのは、使われております

ものは、ピートモスという機材が使われております。そのピートモスというものの

中に生ごみを混入いたしまして、それを攪拌することによって、好気性の微生物に

よって生ごみが堆肥化されるといったものでございます。 

 只今の御質問にありましたように、機材としてピートモスというものを使うわけ
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でございます。通常段ボールには２０リッターぐらいのピートモスを使用するとい

うような様子でございますけれども、２０リットルのピートモスは、市場価格でい

いますと、ホームセンターなどでは五、六百円なりの購入、入手するための費用が

かかるわけでございます。このピートモス以外にないものかということも、今回の

モニタリング事業でのいろいろと検証なりをすべきところかというふうに思います。

本格実施ということになれば、なるべく経費は少なくできればということが前提で

ございますので、今後の検討課題というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  今、御説明があったんですけれども、ピートモスと、これ

２０リッターぐらいで四、五百円ぐらいということで、実際、畑がある方は段ボー

ルコンポストで、大中小ぐらい、いろんな形があっていいとは思うんですけれども、

アパートは、おっても小さい段ボールコンポストで、そういった形でプランターと

かいろいろ家庭菜園とか、いろんな面でさまざまなニーズがあると思いますので、

その辺もいろいろ考えていただきたい。 

 また、我が家にかつかつ畑があれば、こういった形でどんどんやれば、２０リッ

ターで四、五百円かかるといっても、逆にそれによって生ごみを入れて量が増えま

す。そして堆肥がふえますので、四、五百円ぐらいだったらもとがとれるなという

ことも考えないわけじゃないんですけれども、どうかこの辺については今後ともし

っかりと、行政としても生ごみを減らしていく上においては、非常に大事なモニ

ター事業になると思いますので、今後しっかりとこういったデータなり、またほん

とに進めていく、ほんとに普及していくための方策というのをさらに考えていただ

きたいと思っております。 

 １番目、２番目。２番目についても若干関連がちょっとありますので、２番目の

質問に、次に移りたいと思います。 

 次に、美祢市は生ごみを回収業者がカルストクリーンセンターに搬入して、この

施設で破壊、選別、整形することで固形燃料化する施設であります。このごみ燃料

化施設、俗にＲＤＦ施設を美祢市では導入しているわけであります。このカルスト

クリーンセンター施設で、この固形燃料化したものを宇部興産株式会社伊佐セメン

ト工場が、１トンにつき１０円を美祢市に支払っているわけであります。こういっ
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たＲＤＦ固形燃料を受け取った伊佐セメント工場は、その自家用の火力発電所用の

燃料として使用して、電気を今、工場を動かすための電気をつくり出しているわけ

であります。 

 また、このＲＤＦを焼却処分して発生した廃却灰等は、セメント原料として使用

されるというのは、もう皆さん御承知のとおりです。そういうことで、不燃ごみと

いうか、燃やすと問題のあるごみについては、多くは破壊、選別によって金属類等

の回収や塩化ビニール、プラスチックなど、こういった資源回収がそういった面で

は行われて、残りが産業廃棄物、最終処分場で埋め立て処分となっているところで

あります。 

 それで、問題となっているのが、今ありましたように、生ごみが水分７割から

８割含んでいるので、この生ごみを乾燥炉内でごみの中に含まれている水分を除去

する際、このＲＤＦごみ燃料化施設の乾燥炉の温度を下げてしまう。非常にそうい

った面では、今、ＲＤＦの乾燥に使っているこのボイラー燃料使用コスト、今、ま

たちょっと油がコストが上がっておりますけれども、こういった燃料使用コストを

上げることになってしまう。 

 そういったことで、今後どの程度まで生ごみをこの段ボールコンポスト、こうい

った事業、モニター事業から実際実施事業に移していって、そしてＲＤＦの生ごみ

の乾燥炉で、要するに生ごみがたくさん今まで、さっき何ぼあるというたかな。２，

８００トン、これを逆に段ボールコンポスト事業のモニターで１，４００とか半分

ぐらいになれば、３割でもいい。なっていったら、このボイラーの燃料コストがか

なり私は削減できると思っております。そういった面で、今後そういったことにも

リンクして、相乗効果が出てくると思っております。そういった面で、今後このボ

イラー燃料使用のコストをどの程度まで削減しようと、そういった対策を実施しよ

うとお考えなのか、この点について２番目の質問としてお願いします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  只今の御質問ですが、カルストクリーンセンター、最終的に

持ち込まれる生ごみの中、２，０００トン水分があると申し上げました。これをＲ

ＤＦとして固形燃料化をするために、ちょうど具体的に申されたけど、ボイラーで

ある程度水分を飛ばさなくちゃいけない。十数％の水分含有率ぐらいまで下げなく

ちゃいけません。そうすると、今、年間を使っておる灯油の量ですが、年間で実に
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２７万リットルの燃料を使っておるということです。灯油を。ですから、この生ご

みが減ってくることによって、この２７万リットル使っておる灯油コスト、使用料

が大幅に減ってくるだろうということが思われます。それに併せて、燃焼しません

ので、地球温暖化に対してまた非常にいい効果がある。両面からこの段ボールコン

ポスト事業を、モニタリングが終わった後、広げていくことは非常に大きな行政コ

ストの削減にもあるし、また地球温暖化防止にも役に立つ。そして、水分を飛ばし

た生ごみは堆肥としても使っていただけるということで、一挙三得ということが言

えようかというふうに思っています。 

 以上です。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  そこで、今市長も言われましたけれども、段ボールコンポス

トモニター事業、これを実施化していけば、今、現在ＲＤＦ施設のこの灯油という

のは２７万リットルということ、年間。それは灯油コストに換算していけば大体も

う２，６００万円程度かなと思っております。それがこの段ボールコンポスト事業、

ほんと皆さんが行政の力強い御指導で半分なんか減っていけば１，３００万です。

すごい金額になるわけです。 

 そこで、この減った分については、ごみ袋をただにせえとかいろいろすぐ出てく

るなという、そういったことも言いたくなるんですけど、もうあえて言いませんけ

れども、より一層私は、段ボールコンポスト事業がより市民の皆さんに普及してい

く、そういった経費がもし成功して実現できれば、そういった段ボールコンポスト

事業のためにしっかりと私は浮いた分のお金というのを使っていけば、より一層い

い循環型になりまして、例えばさっきピートモスとか何か、そういったやつについ

ては、よく使われる方については年間１０袋使えば１袋、２袋無料で提供するとか、

そういったいろいろ考え方がありまして、そういった事業をどんどんどんどん進め

ていくことが私は必要じゃないかと思いますけれども、この点については、まだ形

になってないところもありますけれども、市長の構想という、その辺についてちょ

っとお尋ねしたい。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  先ほど申し上げましたけど、日本国に先駆けてリサイクル社

会を具現化していく、実現化していこうというのは、きのうからいろいろ話してい
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ますけど、秋吉台が持っておる、それに象徴される、この美祢市は非常に清廉なイ

メージです。それを全国に発信できるという思いもありますし、ぜひとも、再度申

し上げておきたいけれども、この事業についてはぜひとも、モニタリングが成功し

て実現化できるように頑張っていきたいなというふうに思っています。その結果と

していろんなことがまたプラスとして生じてきますので、市民の方にどういう形で

還元するかということは、またお話をさせていただきたいというふうに思います。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  村田市長の心強い御回答、ほんとに心から感謝を申し上げま

す。普通であればなかなか濁されるわけでありますけれども、きちっと、今後とも

よりそういった段ボールコンポスト事業、きちっと実施できたら、こういった市民

の皆様、より使い勝手がいいような循環型社会をきちっと築いていく、こういった

ことも言われましたので、この件については再質問は終わります。 

 続きまして、管理型最終処分場の設置されていますこの水質管理及びこの施設の

維持管理体制と想定外のゲリラ豪雨によって、最終処分場施設からこういった防壁

から排水があふれ出た場合における対応と、この水質管理体制について。こういっ

た大嶺町の奥畑地域の住民への説明責任体制というのができているかどうか、再度

お願いするんですけれども、今回の東京電力福島第一原子力発電所の件でいろいろ、

実際もう原子炉はメルトダウンしていたにもかかわらず、こういったことも後々に

なってしまった。そのときにはもう正門近くには高い放射能が出ていて、もうメル

トダウンも、当然専門家が見たらわかっていた。そして避難の誘導も非常に遅れて

いた。そういった面で、学校の運動場についても、ぱっとすぐのけて対応するとか、

そういったところがなかなか後手後手になっているなという、何で早うできんかっ

て思うんですけれども。 

 そういった面について、ちょっと角度が違いますけれども、管理型の最終処分場

にありますこの例えば水は、去年みたいなゲリラ豪雨がばっと出た場合、その辺の

市側の説明責任、この辺について、どのような責任体制のもとで行われているのか

どうか、この点についてちょっとお尋ねいたします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今、原発事故の話から、我が市の最終処分場の話をされまし

た。施設の本来の目的は違いますけれども、万が一その対策を誤れば、周りの方に
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危険、危害を及ぼすということがあり得るという意味では、やはり同様かなという

認識は持っております。 

 私どもの一般最終処分場、ほんとに地元の皆様の御理解が得られたからこそ、あ

そこに設置ができておるというふうに思っておりますので、地元の方々の御理解、

ほんとに感謝をしておるところであります。 

 これが、もう設置が平成１２年から設置をされたということで、１２年目になっ

ておるというものでございます。今、昨年のゲリラ豪雨に関連して、水が結局降っ

てそれが浸潤して、抜けて、よろしくないことが起こるんじゃないかという意味の

御質問だろうと思います。 

 この浸出水の処理施設が一応持っております。持っております、あそこは。この

１日の処理能力は２０立米ということでございまして、最終処分場の水は大体３日

から４日かけて処理工程を通過をいたして、場外に放流をされるというふうな仕組

みになっております。この放流をされます水につきましては、専門検査機関、分析

業者に検査を依頼をいたしております。現在までのところ、異常は起こっておりま

せん。非常に健全な水をお流ししているということでございます。 

 昨年の７月の集中豪雨、非常にたくさんの水が降りまして、１日だけ最終処分場

に水が上にかぶったというか、浮いた状態がありましたけれども、これは１日でち

ゃんと引きました。現実的に、特に厚保地区を中心に被害、災害が大きかったです

から、今回も東北のほうでがれきとかいろんな物すごいごみが出たでしょう。昨年

のうちの７月豪雨でも非常にたくさんのそういうものが出ました。それは最終処分

場のほうに持ち込んでいただきましたので、それをきちんと歩いて、中で整理をし

て出していただくという状態まですぐ回復をいたしましたので、その意味では、き

ちっと機能をしておるというふうに考えております。 

 それから、地元の方への周知と言いますか──ことでございますけれども、特に

近々においては問題が起こってないということで、地元の方に対する説明会等は見

送っておりますけれども、最終処分場に関します地元の６行政区につきましては、

井戸水の水質検査を実施をしておりまして、その都度関係地元代表者の方々へその

結果をお知らせはしておるという状況でございます。必要であれば、地元の方々へ

そういうふうな説明会を設けるということも必要かなというふうに私は感じており

ます。 
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 以上です。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  しっかりとそういった事柄に関しましてはやっていこうとい

うことでしたけれども、いずれにしても、いろんなさまざまな管理型のこういった

処分場に関しましては、やはりちゃんと管理しているけれども、さまざまな問題点

も起こると。だから、まずいところはちょっとあんまり報告すまいとかじゃなくて、

やっぱり地元の方の信用があって初めてそういった施設というのを運用していただ

けることになりますので、どうか、例えば管理型のこういった水質検査装置が、例

えばきちっと定期的にメンテナンスができているかどうか、こういったところもち

ゃんときちっと装置が動いていますよ、データはこうです。そういったこと等、ま

たいろんなさまざまな水質のデータ、ＳＳとかｐＨといろいろありますけれども、

有機金属がありますけれども、そういったところのデータもきちっと私は情報開示

していくと。 

 今回、昨年のゲリラ豪雨で水があふれそうになったと。そういった中で上の水の

あれはどのぐらいの水の品質であったか、そういったところまでできればデータを

しっかりと私は情報開示をされたほうが、ほんとに、「ああ、市がここまでやって

おるんか」と、ここまでしなくてもいいけれども、それを年に１回ぐらいでも地域

の皆様にそれを知っていただくと。原発も信頼関係があって初めて運転できるわけ

ですから、どうかその辺について、ちょっと説明責任のあり方についてはきちっと、

年１回がいいか２回がいいか、よう考えられて、そういったうちの住んでいる地元

もデータを、例えば夜、防音です、６０デシベル、上限がありますけれども、そう

いったところをちょっとわずかオーバーしているところもあるわけです。だけど、

そういったデータを最近はちゃんと地域の人に見せるようになりました。非常にこ

れはいいことだなと私思っておりまして、そういったこともこういった管理型の、

奥畑の最終処分場に関して、そういったことをきちっとやっていただきたい、その

ように思っております。 

 市長も相当前向きの方向でやると言われましたので、お答えは結構ですので、そ

の点についてはよろしくお願い申し上げます。 

 さて、続きまして、次の質問ということで、地震の少ない美祢市へ「おいでませ

企業誘致」戦略についてということで、１９６０年から８０年ぐらいにかけて日本
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国内の産業発展に向けたこういったインフラ整備や新産業都市の産業誘致政策とい

った国の産業政策の方向に沿って、全国の自治体は工業団地の整備において各種の

優遇措置の充実を図って、大手企業工場をターゲットとして企業誘致活動を行って

きたということはもう皆さん御承知。 

 ところが、２０年前のバブル崩壊後の景気低迷で、大規模な施設投資は国内にお

いて縮小していった。人、物、産業などが時代とともにグローバル化するに伴って、

この企業の製造拠点がアジアを拠点とする海外へ大手企業は競って移転していった

背景があります。こういったことで、国内の工場立地が減少し、全国各地で工業団

地の売れ残りが発生した。美祢市も御多分に漏れず、現在３分の１程度が売れ残っ

ている。そういうことで、まさに企業誘致は極めて厳しい環境下にあり、各自治体

の土地開発公社の解散が象徴しているように、そうした観点から企業誘致振興策の

役割は終えたとの厳しい見方もあるわけであります。 

 しかしながら、経済産業省の工場立地動向調査によると、５年前から若干少ない

ながらも工場立地が上昇傾向と。が、３年前のサブプライムローンによる、端を発

したリーマンショックによって、百年に一度の世界同時不況が国内の企業誘致に大

きな影響を与えたということで、そういった面では物づくりは日本の根本であり柱

であると。工場誘致は、適地適産の原則にのっとれば、企業にとって一番都合のよ

い場所に工場を立地するわけであります。そういった観点を冷静に評価すれば、美

祢市には企業誘致のために最大の武器がある。何か、それはということになるわけ

でありますけれども、それは企業誘致するに当たり、美祢市は大地震や大津波の発

生がないことなんです。これは売りです、今。それで日本付近で発生した主な被害

地震、気象庁山口県調査においては、もう上位であり、美祢市はもう最上位クラス

であるわけであります。また、ここ十年間は公共事業に依存するこの地域活性化に

余り期待できなくなったため、全国一律の産業政策に自治体が右へ倣えとしていた

のでは、厳しい地域間競争にはもう勝てないと言われていると。ある地域振興戦略

が各地方自治体に求められるようになったということで、公共事業が減った分を補

って余りある産業をどうしてもこの地域から振興していかねばならない。希望の持

てる未来図は描けないわけです。しかしながら、企業誘致はさっき言ったように厳

しい環境下にある。結局のところ、産業構造の変化に対応した明確な誘致戦略のも

と、地道な努力を続けることが、ちゅうても最善の策である。美祢市への企業誘致
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政策はさらに進化し続けなければならないということで、美祢市の企業誘致優遇措

置は、企業立地奨励条例、企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例、そして過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例

があって、美祢市内に進出するすべての業種に取得税、固定資産税の３ヶ年の免除

があります。 

 また、二つ目には、市内在住の従業員１名につき２０万円の雇用奨励金の交付優

遇措置があるわけでありますけれども、がしかし、この山口県が行っている企業誘

致優遇策では、普通１万から２万かかる土地の価格を、もう８０％のディスカウン

ト、ほとんど１万やったら２，０００円ぐらいで売り出している。こういった状況

の中で、なかなか美祢市も、現在の美祢市の優遇措置では難しいなと。ということ

で、今、美祢市におけるこの優遇措置以外に、企業立地補助金を大幅に拡充するお

考えはあるのかどうか、また、企業誘致に伴って発生する住宅の拡幅法など、総合

的に人口定住策も同時に進めていかねばならないわけであります。そういったこと

で、美祢市に企業誘致しても住むところがなければ他市に居住することになり、市

民税も入ってこなくなる。そこで、市内での賃貸住宅状況や伊佐町とかの雇用促進

住宅の購入など、企業誘致に伴う人口定住策については、市長はどのようなお考え

を持っておるかということでお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  岡山議員、この企業誘致は、ほんとにバブルのころは随分言

われました。これはだけど古い話じゃないです。これからどんどんやっていくべき

ことと思っています。だからこそ、この時代だからこそやっていく必要があろうと

思います。 

 この定住促進にこの企業誘致は欠かせない。私は、思っています。ちなみに、お

答えをする前に最近の企業誘致の状況を先にお話をしておきましょう。来年の４月

に建材の建具メーカー２社が操業を開始される予定になっております。それから、

合併前の平成１５年からのことを申し上げると、この８年間、このことを申し上げ

ると、市内に８社、八つの会社が進出をいただいております。この雇用につきまし

ては約７０名ということで、そのうち約半数の方が美祢市内の雇用の拡大につなが

っているということが言えようかというふうに思っております。 

 それから、以前からちょっと申し上げましたけれども、現在まだ公表は差し控え
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させていただきたいと思いますけれども、先方の御都合がございますので。数社と

今、交渉を継続中であります。これも具現化して、発表ができる段階になりました

ら皆様方に御公表を申し上げたいというふうに思っております。 

 それと、今の土地の大幅値下げとか、それから税の優遇措置とか、実は工業団地、

それから企業立地を求める場合、今はもう競争の時代なんです。売りがないとだめ。

幾ら頭を下げても、売りがないとだめなんです。ですから、うちの場合は、これは

さっき触れられたですか。海を持っておりませんから、大量に船で物を運ぶことが

できないかわりに、この３万弱の市に高速道路のインターチェンジが三つある。だ

から陸の港です。陸のポートが三つあるということは非常に売りです。早いスピー

ドで物流を起こせるということがあるということです。 

 それと今、地震のことをおっしゃいましたけれども、気象庁が発表しております

記録によりますと、過去数十年間の間に美祢市内で震度３の地震が２回だけ。震度

４以上の地震はこの美祢市内で記録がないんです。ですから、今、東北で毎日のよ

うに地震の警報が流れています。テレビのテロップで流れますけれども、震度３と

か４とか流れていますけれども、あのレベルの地震は、美祢市では過去２回しかな

かったということで、非常に地盤が強い。おまけに断層が、菊川断層がありますし、

俵山断層というのがありますけど、余り大きな断層がありませんし、これから先大

きな地震が起こりづらいであろうというのは想定できる地域です。 

 現実的に、先日、ある会社の──かなり大きな会社ですが──トップの方とお話

をさせていただきました。そこの会社の方は、今、企業進出を考えておられるわけ。

そのことを申し上げました。そしたら、目が光りました。それはほんとに、今、企

業のトップの方々は地震に対して非常に慎重になっておられる。特に、今の北陸の

内陸部です。津波の被害は随分テレビで流れましたけれども、北陸、東北の内陸部

には日本の工場群が林立しているわけです。それが大ダメージを受けています。そ

して、こないだの大震災の余震の最大余震は、このあと数年間に震度８程度のこと

が起こりうるというのが気象庁の予測ですので、そうすると、今、震災を受けたと

ころがあそこに建て直すかどうかということも含めて、また新たに企業誘致を考え

ておられる方については、この地震に対する強さというものはうちの売りだろうと

思っています。ですから、先ほど申し上げたように、うちの売りとすれば、陸の

ポートが三つある。そして地震に非常に強い。その上に土地が安い。税についても
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ある一定の考慮がしてもらえるとなると、やはり触手が動くんじゃないかというふ

うに思っています。 

 今、この企業立地をしていく大きな機会が訪れておるだろうと思っておりますの

で、鋭意、今そのスタンスで動いております。今、地震のことを含めて、この４月

以降、数社からの問い合わせ等あっていますので、先ほどの、今継続的にやってお

るというような話とは別に、こともありますので、いろんな面で今後、美祢市に新

たに企業立地がしていただけるように、最大限の努力、汗をかいていきたいという

ふうに思っています。またいろんなことで、また市議会の御理解を得ることも必要

になることがあるかもしれませんけれども、そのときはよろしくお願い申し上げま

す。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  それでは、最後の質問ということであります。最後に、企業

誘致推進への立役者「営業マン」の育成と公募についてということであります。何

とか４時に終わろうと思いますけれども、１時間程度になるかなという思いで、残

り時間あと七、八分あります。しっかりとそれまでにやりたいと思っております。 

 この営業マンと育成と公募については、もう美祢市では村田市長みずからがトッ

プセールスされているというのは、美祢農林開発、この竹箸の件、こういったこと

もよくわかっておりますし、今回のこういった企業誘致に関しても、しっかりとみ

ずからがそういったことをされているということで、ほんとに心強い市長だなと。

なかなか有言不実行な方が多いけれども、有言実行という形で、そういった面では

ちゃんと評価しております。 

 そういったことで、私はしっかりと営業マン、立役者です。しっかりと引っ張っ

ていっていただきたいということなんですけれども、今後、企業誘致のためには、

当然、さっき言った売りが高速道路、三つインターチェンジ、そして、それと同時

に地震のないということをもう全面的、もう震度４はない。３も二つ三つ程度と。

当然もう売りにしていかなくちゃならないです。 

 がしかし、ちゅうても、当然企業誘致のためには税制優遇措置をやっぱり一応き

ちっと高めていかなくちゃならないということで、そういった中にあって、また今

市長みずからちゅうても営業をやるちゅうても、トップセールスも限界があります

から、問題は、今後、今、所轄が総合政策部の商工労働課が担当とは思いますけれ
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ども、今後、企業誘致を行う営業マンについて、非常勤職員として採用して、そし

てこの報酬を企業誘致が成功すれは報酬が月数十万円とか、成功報酬として資産投

資額の数％、いろいろあると伺っております。この点について、市としてこの企業

誘致、企業誘致の推進員の設置というのをお考えであるかどうか。また、この企業

誘致推進するための設置要綱の中で、営業を行う例えば非常勤職員のこういった報

酬とか、また成功報酬とか、この要綱の中に入れていく方向にはなろうかと思いま

すけれども、そういった月の報酬とかまた成功報酬とかには、通常この要綱の中に

はどういった金額とか要綱が入っているかどうか、この辺について、もしわかれば

説明していただければ助かります。よろしくお願いします。 

○副議長（布施文子君）  松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君）  只今の御質問にお答えいたします。 

 山口県内ではこのような条例、要綱等は定めた自治体はまだ聞いておりません。

てすが、県外では、九州を始め東北地方もこのような企業誘致専門員というような

制度を設けておりまして、この制度で、身分は嘱託職員もしくは、非常勤職員とい

う身分を設けております。それで、今御質問の中にございましたように、報酬等に

つきましては、月額報酬の場合もございますし、成功報酬という形で支払われる場

合もございます。調べたところによりますと、月額報酬は３０万から４０万。結構

公務員としてはまあまあの金額を支払っております。成功報酬につきましては、取

得した土地の価格の１％、１．５％、これいろいろございますけれども、そういう

形で成功報酬を支払われているところがございます。平米１万円で、１ヘクタール

が１億円、１億円で１％で１００万円という金額になってまいりますけれども、事

業用地の１％もしくは投資額の数％という形、いろいろ自治体によって異なってま

いります。 

 先ほど言いましたように、山口県にはございませんので、これから調べていくよ

うになろうかというふうには思います。 

 以上でございます。 

○副議長（布施文子君）  岡山議員、あと２分で。 

○２番（岡山 隆君）  あともう時間が３分ということで、３分です。 

 そういうことで、企業誘致、ほんとにそういった方は要綱をきちっとつけていけ

ば、そういった営業の方が企業を持ってきたと。投資が例えば１０億、そして土地
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が１ヘクタールで１億だったら、合わせてその方は一千二、三百万円いただけると

いう、そういったことになるわけですけれども、その辺については今後、もう市長、

お答えの時間はないですからあれですけど、そういった（発言する者あり）あと

２分ね、ほんなら。そういったお考えというのはどうかと。（発言する者あり）済

みません、その辺の考え、よろしくお願いします。 

○副議長（布施文子君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  それでは、あと２分ですか、２分ね。現実的に、今、美祢市

は、この４月に県の企業立地推進室に若手の優秀な職員を１名派遣しました。出向

させました。なぜしたかというと、生のフレッシュな情報を県の職員として動いて

いるうちに早く手に入りますので、それをいち早く私の耳に入れてもらって、私が

動けるところは動くということです。そのために今、送っています。 

 今の企業立地に係る推進員制度です。今県内では例がないけど、他県でやってい

る事例があるということですが、かなりの報酬を支払っておるようです。ですから、

それは税金をもってやっているということでしょう。それが現実的によろしいかど

うかということも含めて、ただしアイデアはおもしろい。アイデアはおもしろい。

報酬が目の前にぶら下がっておると人間は張り切るんですよ。公務員は成功報酬と

いうのはありませんから、どんなにすばらしい成果を上げても、それに対する報酬

はありません。だから、民間の方を、優秀な人材を雇って、成功報酬を与えること

によって、汗をかいてもらうという方法は非常におもしろいけれども、それが他県

ややっておられる例があるようですが、なじむかどうかということを含めて、ちょ

っと検討させてください。おもしろいということだけは事実。 

○２番（岡山 隆君）  ありがとうございました。 

 以上をもちまして最後の一般質問を終了いたします。皆様、大変にお疲れさまで

した。ありがとうございました。 

○副議長（布施文子君）  それでは、これにて通告による一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

   午後４時１６分散会 

────────────────────────────── 
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